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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年１０月２１日（水）午前１０時    開会 

  平成２８年１１月１５日  午後 ４時３２分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 野 口  博   委  員 安 藤  薫 

  委  員 村 上 英 明   委  員 塚 本  崇   委  員 三 好 俊 範 

委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正   

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 山 口  猛  建設部長 武 井 義 孝 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 池上 彰 

消防長 松 田 俊 也  総務部理事 辰 巳 裕 志  建設部次長 松 倉 昌 明 

総務部参事兼工事検査室長 永 田  享  同部参事 槙 納  縁 

建設部参事兼建築課長 江 草 敏 浩  同部参事兼道路交通課長 寺 田 満 夫 

総務課長 川 本 勝 也  防災危機管理課長 竹 下 博 和 

資産活用課長 森 﨑 孝 弘  財政課長 森 川  護 

情報政策課長 下 郡 光 礼  市民税課長 妹 尾 紀 子 

固定資産税課長 藤 原 英 昭  納税課長 南 池 英 次 

都市計画課長 杉 山  剛  水みどり課長 宮 城 陽 一 

道路管理課長 西  勝 也 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第５号 令和３年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前１０時 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 昨日、そして本日と、今季最高の秋晴れ

のようでございます。各委員の皆さんには、

お忙しいところ総務建設常任委員会をお

持ちいただきまして、大変ありがとうござ

います。 

 今回、役員の改選がございました。三好

義治委員長はじめ、各委員の皆さんには、

１年間また何とぞご指導のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 本日は令和３年度の決算につきまして、

当常任委員会所管分についてのご審査を

いただきます。何とぞ慎重審査の上、ご認

定いただけますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、野口委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口総務部長。 

○山口総務部長 それでは、認定第１号、

令和３年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、防災危機管理課分を除きます総務

部に係る部分につきまして、目を追って、

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございます。決算書２８ペ

ージ、款１市税、項１市民税、目１個人は、

前年度に比べ、マイナス１．２％、５，８

６２万１，２７８円の減少となっておりま

す。目２法人は、前年度に比べ、マイナス

２０．５％、４億２，３１３万８，８９８

円の減少となっております。項２固定資産

税、目１固定資産税は、前年度に比べ、１．

０％、９，１０７万７７６円の増加となっ

ております。目２国有資産等所在市町村交

付金及び納付金は、前年度に比べ、０．２％、

１２万６００円の増加となっております。

項３軽自動車税、目１環境性能割は、前年

度に比べ、１．７％、１５万５，５００円

の増加となっております。目２種別割は、

前年度に比べ、２．８％、３６９万１，１

９５円の増加となっております。項４市た

ばこ税、目１市たばこ税は、前年度に比べ、

５．４％、３，８２０万９，５６４円の増

加となっております。項５都市計画税、目

１都市計画税は、前年度に比べ、１．９％、

３，１０４万７，４７８円の増加となって

おります。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ、

２．８％、９９万９，０００円の増加とな

っております。 

 続きまして、３０ページ、項２自動車重

量譲与税、目１自動車重量譲与税は、前年

度に比べ、１．０％、１０７万円の増加と

なっております。項３森林環境譲与税、目

１森林環境譲与税は、前年度に比べ、１．

８％、１２万５，０００円の増加となって
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おります。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べ、マイ

ナス１８．５％、２９７万８，０００円の

減少となっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ、５２．

３％、３，５６９万４，０００円の増加と

なっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ、５１．４％、

３，９７０万９，０００円の増加となって

おります。 

 款６法人事業税交付金、項１法人事業税

交付金、目１法人事業税交付金は、前年度

に比べ、７０．２％、１億４，２８６万７，

０００円の増加となっております。 

 款７地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ、９．４％、１億８，０００万２，

０００円の増加となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ、９．５％、１９万２，

２５８円の増加となっております。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、前年度

に比べ、１６．０％、４０２万７，０００

円の増加となっております。 

 款１０地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に比

べ、４．７％、５５０万６，０００円の増

加となっております。 

 続きまして、３２ページ、項２新型コロ

ナウイルス感染症対策地方税減収補填特

別交付金、目１新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補填特別交付金、これは中

小事業者等の償却資産及び事業用家屋に

係る固定資産税等について、軽減措置の実

施に伴う減収分を補てんするため国から

交付されるもので、前年度比、皆増、１億

２，２６９万８，０００円の増加となって

おります。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ、２３６．

６％、７億６，２１０万２，０００円の増

加となっております。これは普通交付税が

前年度に比べ、７億７４７万３，０００円

の増加、特別交付税が前年度に比べ、５，

４６２万９，０００円の増加となったこと

によるものでございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ、マイナス１．

３％、１８万６，０００円の減少となって

おります。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料でご

ざいます。 

 続きまして、３４ページ、目５土木使用

料は、市営住宅使用料及び市営住宅用地使

用料でございます。 

 続きまして、３６ページ、項２手数料、

目１総務手数料は、税務諸証明手数料及び

税務督促手数料でございます。 

 続きまして、３８ページ、目４土木手数

料は、公共用地境界明示手数料でございま

す。 

 続きまして、４０ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金は、社会保障・税番号制度システム整

備費補助金及び新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金でございます。 

 続きまして、４６ページ、項３委託金、

目１総務費委託金は、基幹統計調査委託金
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及び統計調査員確保対策事業委託金でご

ざいます。 

 続きまして、４８ページ、款１６府支出

金、項２府補助金、目１総務費府補助金は、

大阪府スマートシティ戦略推進補助金及

び大阪府市町村振興補助金でございます。 

 続きまして、５４ページ、項３委託金、

目１総務費委託金、これは府税徴収事務委

託金でございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、土地貸付収入でござい

ます。目２利子及び配当金は、各種基金利

子収入でございます。項２財産売払収入、

目１不動産売払収入は、市有地売却収入で

ございます。目２物品売払収入は、公用車

の売払収入でございます。 

 続きまして、５６ページ、款１８寄附金、

項１寄附金、目１寄附金は、一般寄附金で

ございます。 

 款１９繰入金、項１特別会計繰入金、目

１財産区財産特別会計繰入金は、土地貸付

収入の一部を一般会計に繰り入れたもの

でございます。項２基金繰入金、目６減債

基金繰入金は、減債基金から１４億２，７

０６万円を取り崩し、一般会計に繰り入れ

たものでございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は市税延滞金でございま

す。 

 続きまして、５８ページ、項４雑入、目

２雑入のうち、主なものは市町村振興協会

交付金や水道・下水道事業会計からの収入

などでございます。 

 続きまして、６８ページ、款２１市債、

項１市債、目１総務債は、新味舌体育館（仮

称）建設事業債及びコミュニティープラザ

屋上防水改修事業債でございます。目２民

生債は、市立みきの路空調給湯設備等改修

事業債、民間保育所施設整備補助事業債及

び子育て総合支援センター大規模改修事

業債でございます。目３衛生債は、斎場火

葬炉設備改修事業債、借換債及び廃棄物広

域処理推進事業債でございます。目４土木

債は、フォルテ摂津自転車駐車場改修事業

債、橋梁長寿命化修繕事業債、道路等整備

事業債、交通安全施設整備事業債、排水路

ポンプ場施設整備事業債、味舌ポンプ場電

気設備更新事業債、阪急連続立体交差事業

債及び千里丘駅西地区再開発事業債でご

ざいます。目５教育債は、小中学校屋内運

動場空調設備整備事業債、小学校トイレ改

修事業債、小・中学校照明器具改修事業債、

借換債及び安威川公民館外壁等改修事業

債でございます。目６臨時財政対策債は、

普通交付税の算定結果に基づき発行した

ものでございます。目７消防債は、第二分

団屯所建設事業債でございます。 

 続きまして、７０ページ、款２２繰越金、

項１繰越金、目１繰越金は、４億６，７２

１万６，６５０円で、その内訳は繰越事業

充当財源が１億４，８４１万８，０００円、

令和２年度決算剰余金が３億１，８７９万

８，６５０円となっております。 

 続きまして、歳出についてでございます。 

 ７６ページからの款２総務費、項１総務

管理費、目１一般管理費の主なものといた

しまして、節１報酬は、個人情報保護制度

運営事業に係る個人情報保護審議会委員

報酬でございます。 

 続きまして、７８ページ、節１０需用費

は、庁内印刷に係る消耗品などでございま

す。 

 続きまして、８０ページ、節１２委託料

は、法規事務に係る市例規集委託料などで

ございます。節１３使用料及び賃借料につ

きましても、法規事務に係るデータアクセ
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ス料などでございます。 

 続きまして、８２ページ、節２７繰出金

は水道事業会計及び下水道事業会計への

繰出金でございます。目２文書広報費は、

郵送事務に係る通信運搬費などでござい

ます。 

 続きまして、８４ページ、目４財産管理

費は、ＥＳＣＯサービス料などでございま

す。 

 続きまして、８８ページ、目９電子計算

費は、住民情報システム保守委託料などで

ございます。 

 続きまして、９６ページ、目１８財政調

整基金費、目１９公共施設整備基金費及び

目２０減債基金費の各基金費は、剰余金、

利子等をそれぞれの基金に積み立てたも

のでございます。目２１土地開発基金費は、

千里丘駅西地区再開発事業における資金

需要に対応するため、土地開発基金に積み

立てたものでございます。 

 続きまして、９８ページ、項２徴税費、

目１税務総務費及び、１００ページ、目２

賦課徴収費は、税務事務に係る経費でござ

います。 

 続きまして、１０８ページ、項５統計調

査費、目１統計調査総務費及び、１１０ペ

ージ、目２基幹統計調査費は統計調査事務

に係る経費でございます。 

 続きまして、１７８ページ、款７土木費、

項５住宅費、目１住宅管理費は、市営住宅

管理に係る経費でございます。 

 続きまして、２２０ページ、款１０公債

費、項１公債費、目１元金は地方債の元金

償還金で、前年度に比べ、マイナス１０．

０％、２億２，６１７万９，４６９円の減

少となっております。目２利子は地方債の

利子償還金で、前年度に比べ、マイナス１

１．７％、１，２４７万３，３９１円の減

少となっております。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は、２，５５３万６１円で、職員等公務災

害見舞金に８１万９，０００円、国から市

への職員派遣決定に伴う住宅借上料等に

８７万７，８００円、不当利得返還請求に

係る訴訟及び債権差押えに関する費用に

２１３万３，１６０円、市議会議員一般選

挙及び衆議院議員総選挙に係る期日前投

票期間の延長に伴う報酬及び委託料に１

９９万４，５８９円、火災事案による災害

見舞金に８０万円、損害賠償請求に係る訴

訟等関係費用に３３万円、道路管理瑕疵に

よる損害賠償金に４，５２０円、公務災害

事案による消防賞じゅつ金に９００万円、

大規模火災事案により使用不可となった

消防ホース購入に係る消耗品費に６３万

２，５００円、新型コロナウイルス感染拡

大防止に係る備品購入費に２８万４，２３

０円、大規模火災事案による消防賠償責任

保険補償金に１４万３，３８５円、新型コ

ロナウイルス感染症に係る自宅療養者支

援委託料に５６７万８，５４７円、小中学

校における新型コロナウイルス感染症に

よる宿泊行事の延期に伴う負担金に２８

３万２，３３０円をそれぞれ充当いたして

おります。 

 以上、防災危機管理課分を除く総務部の

所管いたします決算内容の補足説明とさ

せていただきます。 

○三好義治委員長 続いて、辰巳総務部理

事。 

○辰巳総務部理事 続きまして、総務部の

うち、防災危機管理課に係るその主なもの

を補足説明いたします。 

 まず、歳入についてでございます。４６

ページ、款１５国庫支出金、項２国庫補助

金、目６消防費国庫補助金にあります社会
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資本整備総合交付金につきましては、年度

末に全戸配布いたしました摂津市防災ブ

ックの作成に係る交付金でございます。 

 続きまして、５６ページ、款１８寄附金、

項１寄附金、目１寄附金にあります防災危

機管理課の指定寄附金につきましては、新

型コロナウイルス感染症対策に係る寄附

金でございます。 

 続きまして、５８ページ、款２０諸収入、

項３貸付金元利収入、目３家屋被害復旧資

金貸付金元金収入は、平成１１年６月２９

日の大雨に伴う家屋被害復旧資金の貸付

けに係る償還金でございます。 

 続きまして、６０ページ、項４雑入、目

２雑入にあります南摂津防犯ステーショ

ン管理業務費用負担金は、南摂津防犯ステ

ーションの一部を使用しております摂津

防犯協会、摂津職域防犯協会に使用面積に

応じて管理費用を負担していただくもの

でございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、８８ページ、款２総務費、項１総務管

理費、目１０防犯対策費は、防犯灯及び防

犯カメラの整備等、防犯対策に係る経費な

どでございます。 

 続きまして、１８６ページ、款８消防費、

項１消防費、目４災害対策費は、防災資機

材や備蓄用品の整備、情報収集伝達体制の

整備等をはじめとした防犯対策及び自宅

療養者への支援や感染症対策の備品整備

など、新型コロナウイルス感染症対策に係

る経費などでございます。 

 以上、総務部防災危機管理課の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 武井建設部長。 

○武井建設部長 認定第１号、令和３年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、建設

部が所管しております事項につきまして、

目を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の３４ページ、款１４使用料及び

手数料、項１使用料、目４農林水産業使用

料は、法定外水路占用料でございます。目

５土木使用料のうち、道路占用料や、３６

ページ、公園占用料、駐車場用地使用料で

ございます。項２手数料、目１総務手数料

のうち、道路管理課の諸証明手数料でござ

います。 

 ３８ページ、目３農林水産業手数料は、

水路敷地境界明示手数料、水路敷地謄本交

付手数料でございます。目４土木手数料の

うち、道路敷地境界等明示手数料や開発許

可等手数料などでございます。 

 ４４ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金のうち、

都市再生地籍調査委託補助金や老朽化対

策、耐震改修補助金などの社会資本整備総

合交付金でございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、府自然環境

保全条例事務取扱交付金や都市再生地籍

調査委託補助金、権限移譲交付金などでご

ざいます。 

 ５４ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金など

でございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入のうち、道路交通課の土地

貸付収入でございます。 

 ５６ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ６４ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、建築確認申請者負担金、
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放置自転車対策協力金、フォルテ摂津修繕

積立金返還金などでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １５８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費は、水路台帳作成

業務委託料や神安土地改良区負担金など

でございます。 

 １６４ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、土木維持作

業業務委託料などでございます。目２交通

対策費は、指定管理者への駐車場管理委託

料や、１６６ページ、公共施設巡回バス運

行管理業務委託料などでございます。項２

道路橋りょう費、目１道路橋りょう総務費

は、千里丘駅前広場やモノレール駅前広場

の管理委託料などでございます。 

 １６８ページ、目２道路維持費は、道路

維持に係る修繕料や道路維持工事などで

ございます。目３交通安全対策費は、交通

安全対策工事や道路改良事業に係る土地

購入費及び移転補償費などでございます。 

 １７０ページ、項３水路費、目１排水路

費のうち、ポンプ場施設等維持管理業務委

託料や味舌ポンプ場水路系施設電気設備

更新工事などでございます。 

 １７４ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、多世代同居・近居支

援補助金、ホーム柵設置補助金などでござ

います。目２街路事業費のうち、都市計画

課の都市景観事業に係る報償金などでご

ざいます。 

 １７６ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。目４公園管理費は、公園維持に係る修

繕料や公園管理委託料などでございます。 

 １８６ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 ご説明ありがとうござい

ます。では、質問をさせていただきます。 

 まず、決算書１０ページ、歳入で、市の

たばこ税についてです。令和３年度のたば

こ税収入が７億４，８５０万１，１８７円、

令和２年が７億１，０２９万１，６２３円

です。令和３年１０月１日に値上げされて、

市税としては約５．４％アップしておりま

す。しかしながら、喫煙率は若干の減少傾

向にあり、今後の人口ビジョンと少子高齢

化によって市たばこ税自体が減少してい

く傾向にあるのではないかと思います。特

に、摂津市は健康都市を宣言している以上、

そうならざるを得ないと思います。その市

たばこ税の今後の考え方についてお答え

ください。 

 ２番目です。決算書１０ページ、不納欠

損額についてです。 

 個人の不納欠損額が、令和２年度、８３

５万４，８０７円に対して、令和３年度が

１，４５０万５，８５６円、約１７４％ア

ップしています。これに対して、固定資産

税の不納欠損額が、令和２年度は１，９７

０万８，０３１円に対して、令和３年度は

６０６万５，９１６円と、約７０％ダウン

しています。それぞれの要因についてお尋

ねいたします。 

 次に、３番目です。決算概要の２０ペー

ジ、臨時財政対策債についてお聞きしたい

と思います。臨時財政対策債の残高が、令

和２年度が７０億６，８８１万７，０６１

円に対して、令和３年度の臨時財政対策債

の現在高が７５億７，２４３万３，３６２
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円になっています。 

 決算概要の３６ページを見ますと、臨時

財政対策債ありとなしの場合で経常収支

比率が変わってくるわけです。令和２年度

は臨時財政対策債ありの経常収支比率９

５．８％に対して、臨時財政対策債なしだ

と９７．１％、１．３ポイントの開きがあ

ります。令和３年度は臨時財政対策債あり

が９０．６％に対して、臨時財政対策債な

しだと９６．４％、５．８ポイントの開き

になっています。 

 そこで、質問としまして、この臨時財政

対策債の発行額をふやした経緯について

お尋ねします。 

 続いて、４番目です。決算概要の５４ペ

ージ、防犯カメラ設置事業についてです。 

 これは、ＫＰIが絡んでくる部分がある

と思います。摂津市の治安がよいと思いま

すかという問いに対して、令和２年度は７

５．１％がよいと答えているのに対して、

令和３年度は６９．４％に減っています。

その要因についてお尋ねします。 

 続いて、５番目、決算概要の１３８ペー

ジです。防災対策事業で、摂津市が災害に

強いまちであるかどうかです。これに対し

て、市民の方は３３．５％と、非常に低い

回答となっております。これに対して、現

在どうお考えかをお答えください。 

 続いて、６番目です。決算概要５２ペー

ジ、情報化推進事業です。令和３年度の活

動として、８項目についてオンライン申請

ができるようになったとのことです。この

８項目について教えていただきたいのと、

目標である令和７年度の１６項目、この８

項目の追加分が何かを教えていただきた

いと思います。 

 続いて、７番目です。決算概要１１８ペ

ージ、交通安全啓発事業です。これは通学

路等々含んでいると思います。自転車等の

安全啓発について、どう取り組まれている

のか、お教えください。 

 続いて、８番目です。同じく１１８ペー

ジ、公共交通整備事業です。これは物価高

騰への対策として補正予算を組んだ経過

があると思います。今後も物価高騰の対策

として補助を続けていくのかどうか、その

在り方についてお教えください。 

 続いて、９番目です。同じく１１８ペー

ジ、市内循環バス運行補助事業です。これ

については、市内だけで循環することが、

現在意味をなしていないと考えています。

これは、大阪維新の会としては広域化でき

ないかということで検討を進めていきた

いところです。現在、広域化等々について

のお考えがあるかどうか、お尋ねしたいと

思います。 

 続いて、１０番目、１２０ページです。

公共施設巡回バス運行事業です。これはセ

ッピィ号のことかと思われます。確かＫＰ

Ｉでは、１便当たり５．５人だったかと思

います。これについては非常に市民の方か

らもクレームが多いというか、すごく不便

だというお声をいただいております。その

利便性を上げる方策について、お考えがあ

ればお聞きしたいと思います。 

 続きまして、１１番目です。決算概要の

１２２ページ、狭隘道路整備事業です。狭

隘道路整備事業自体が２課にまたがって

いるかと思います。ＫＰＩでは、令和７年

度の２８０メートルの達成見込みに対し

て、令和３年度は３メートルだけしか行わ

れていないのですが、これはどこなのか教

えていただきたいと思います。 

 １２番目です。同じく１２２ページ、千

里丘三島線です。これはもう先日最後の建

物が解体されて、ほぼ達成していると認識
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しております。令和３年度においては、達

成率８０％に対して、執行率が３０．５％

と非常に低調であった理由を聞きたいと

思います。 

 続いて、１３番目、同じく１２２ページ

です。正雀南千里丘線の件です。この中で、

実施設計が行われているとお聞きしてお

ります。その実施設計の内容について、お

伺いしたいと思います。 

 続いて、１４番目です。１２２ページ、

自転車通行空間の整備についてです。市道

において、自転車通行空間の整備を行って

おられると思います。その内容について、

お教えください。 

 続いて、１５番目です。決算概要で１２

４ページになります。モノレールのホーム

柵の設置ですが、どうしてモノレールなの

かというところから、まずお聞きします。 

 続いて、１６番目です。決算概要の１２

４ページ、都市計画マスタープラン策定事

業です。令和３年度の内容について教えて

ください。 

 １７番目、１２６ページです。特定空家

対策事務事業についてです。令和３年度は

指導５４回とＫＰＩでは示されておりま

す。令和７年度の予想値が５０になってお

ります。令和７年度はもっと空き家がふえ

ているはずで、もっと回数がふえるのでは

ないかと思っております。見込みについて

教えてください。 

 続いて、１８番目、決算概要１２６ペー

ジ、多世代同居・近居支援事業です。執行

率としては９９．８％です。ＫＰＩを見る

と、リフォーム申請件数がゼロ件となって

います。何らかのハードルがあってゼロ件

になっているのではないかと思いますの

で、その理由を教えてください。 

 １９番目です。決算概要１２６ページ、

開発指導についてです。住宅の省エネルギ

ー化の取り組みについて教えてください。 

 続いて、２０番目です。決算概要１２６

ページ、震災対策推進事業です。大阪北部

地震から４年たちまして、ブロック塀も大

分なくなってきたとは言え、まだ残ってい

る部分があるとお聞きしています。現在、

ブロック塀の残っているところに対して、

どのようなアプローチをかけているのか、

お教えください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１番、決算書１０ページ、市た

ばこ税の今後の見通し、考え方のご質問で

ございました。令和３年度の市たばこ税の

収入額につきましては、消費本数について

は減っておりますが、税制改正による税率

の引き上げの影響によりまして、前年度に

比べて、委員がご指摘のとおり増収となっ

ております。 

 しかしながら、今後につきましては、健

康志向の高まりでありますとか、受動喫煙

防止の取り組みなどを背景といたしまし

た「たばこ離れ」が考えられますので、消

費本数はやはり減少が続いていくものと

考えております。そのため、今後税率の改

定がないのであれば、税額が減少していく

ものと考えておりまして、毎年、本数とし

て、０．４％程度は減っていくのではない

かと見込んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 南池課長。 

○南池納税課長 それでは、質問番号２番、

税目別の不納欠損額の増減理由について、

ご答弁いたします。 

 まず、市民税の不納欠損額が前年度と比



- 10 - 

 

べて増加している主な原因は、高額な事案

が１件あったことによるものでございま

す。 

 固定資産税の不納欠損額が前年度と比

べて減少している主な原因については、市

民税とは反対に、令和２年度に高額な案件

が１件あったことにより前年度比で令和

３年度は減少しているものでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号３番、臨時財政

対策債の発行額をふやした経緯とのご質

問でございます。臨時財政対策債の発行可

能額につきましては、交付税の算定時に国

から普通交付税の額と、臨時財政対策債の

発行可能額が示されております。令和３年

度は、国の交付税財源が不足していること

もありまして、臨時財政対策債の発行可能

額が大きくなっており、本市に関しまして

は、１３億１，３０７万３，０００円とな

っているものであります。 

 実際に臨時財政対策債を発行するかど

うかにつきましては、決算見込額や将来の

財源不足額なども見据えまして、その時々

の状況に合わせて発行の有無を判断して

おります。令和３年度では将来の財源不足

を見越しまして、できるだけ基金を温存す

る必要があると判断をし、発行可能額の全

額を発行したものであります。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私から質問番

号４番と５番、ＫＰＩ評価に係る防犯と防

災のご質問に対してご答弁申し上げます。 

 まず、防犯につきましては、令和３年度

において摂津市の治安が悪いと思う市民

の割合が前年度に比べて減少しておるの

は、近年における特殊詐欺の増加が背景に

あるのではないかと考えております。アン

ケートだけでは要因を特定するのは非常

に困難でございます。 

 一方で、摂津市における犯罪発生件数に

ついては大阪府警の犯罪統計によります

と、平成２８年度で１，０４７件であった

ものが、令和３年度では５３４件まで減少

しております。特に空き巣狙い等の窃盗犯

につきましては、平成２８年度の８２６件

から令和３年度の３８９件と大幅に減少

しており、過去の現行犯逮捕でなければ捕

まらなかった犯罪が、防犯カメラの普及に

よって、カメラの映像を警察の捜査活動に

提供することや、カメラそのものが犯罪抑

止につながったことが犯罪件数を押し下

げているものと考えております。 

 次に、災害についてでございます。これ

についても、令和３年度において災害に強

いまちづくりが進んでいると思うと回答

した割合が前年比で減少しております。こ

れについては、令和２年度から令和３年度

の自主防災組織による防災訓練がコロナ

禍で全く開催されなかったことが、一つの

要因と考えております。特に自主防災組織

主催の防災訓練は、市民お一人お一人の防

災意識を高める効果がございます。被害を

最小限にする効果もございます。令和４年

度については、自主防災組織の訓練は現在

２件を予定しておりまして、かなり少ない

数になっており、コロナ前とは程遠い状況

になっております。コロナ後のことを踏ま

えまして、自主防災組織の皆様と、よりよ

い訓練についてお話をしてまいりたいと

考えております。 

 また、令和３年度には、水害の危険性や

避難の考え方を整理した防災ブックを作

成し、全戸に配布しております。また、令

和４年度から水害の備えとして防災ブッ

クを使った出前講座を始めており、水害時
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の防災への意識の向上に努めておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、情報政策

課に係りますご質問にお答えをいたしま

す。 

 決算概要５２ページ、情報化推進事業に

関しまして、行政経営戦略で設定をしてお

りますＫＰＩ、オンライン申請ができる行

政手続数の状況についてのご質問であっ

たかと思います。 

 まず、令和７年度の目標値としておりま

す１６項目についてです。こちらは、令和

２年度に閣議決定をされましたデジタル

ガバメント実行計画におきまして、地方公

共団体が優先的にオンライン化を推進す

べき手続としまして、処理件数が多く、住

民等の利便性の向上や業務の効率化、効果

が高いと考えられる手続についてまとめ

られております。その中で、市に関係のあ

る１６項目の手続を、令和７年度の目標値

として定めたものでございます。 

 令和３年度までの進捗状況といたしま

しては、８項目の手続についてオンライン

化を実施いたしました。申し上げますと、

図書館の図書貸出し予約、文化スポーツ施

設等の利用予約、地方税申告手続、職員採

用試験申し込み、入札参加資格審査申請、

それから研修講座各種イベント等の申し

込み、水道使用開始届、公文書開示請求と

なっております。 

 また、未実施の手続につきましては、例

えば申請のタイミングに合わせて、手数料

の納付、オンラインでの決済が必要なもの

であったり、電子入札のように新たなシス

テムを構築する必要があるといったもの

が、まだ未実施となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、塚本委員の

１回目のご質問、７番目の通学路について

です。交通安全啓発事業における通学路の

自転車に関する交通安全啓発ということ

のお問いであったかと思います。 

 そちらにつきましては、主に通学路上で

の様々な社会事案だとかを受けまして、教

育委員会及び摂津警察署共々、合同点検を

実施いたしております。その中で、点検結

果に基づいた形で、電柱幕などで車両の速

度抑制を求める啓発をするような内容で

取り組みをしております。 

 それと合わせまして、ソフト面について

です。交通ルールであったり交通マナーに

ついては、朝の通学時間帯を狙いまして、

小学生であったり、中学生、高校生に対し

て、主に第三中学校前、それとあと摂津郵

便局前において、警察官と連携して指導に

当たっているとところでございます。また、

小学生向けに、交通安全教室を実施させて

いただいております。 

 続きまして、８番目の公共交通整備で、

物価高騰による運行継続支援金です。先の

定例会で補正予算をご承認いただいた内

容でのお問いであったかと思います。 

 令和３年度につきましては、運行継続支

援金として、物価高騰ではなしに新型コロ

ナウイルスの感染症対策で、バス事業者並

びにタクシー事業者にこの運行継続に係

る支援をさせていただいております。具体

的に申し上げますと、車内の密度を上げな

いために配慮をされている防護シートで

あったり、感染防止対策経費について一定

支援をさせていただいている状況でござ

います。 

 物価高騰や燃料費の高騰につきまして
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は、今後も国、府の動きも合わせて注視し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、市内循環バスのお問いです。

市内だけではなしに、広域連携を図るべし

とのお問いであったかと思います。現在、

市内循環バスの運行につきまして、中央環

状線よりも以西の地域、主に正雀地域であ

ったり、別府地域を循環させていただいて

いる状況でございます。この運行経費の補

助については、昭和４６年から継続して補

助をしてまいったところでございます。 

 委員がおっしゃっている将来の展望に

つきまして、今年度、横断的に庁内の職員

で構成している公共交通在り方検討会に

より、検討させていただいております。ま

た、有識者のご助言等もいただきながら検

討を進めていきたいと思っております。 

 引き続き、本市における公共交通の維持、

確保並びに市民の移動利便性の向上を図

らせていただくとともに、持続可能な公共

交通サービスの在り方を検討してまいり

たいと考えております。 

 続きまして、公共施設巡回バスでござい

ます。いわゆるセッピィ号と銘を打ってさ

せていただいておるバスでございます。委

員もご承知のとおり、主に鳥飼地域を巡回

させていただいております。公共施設を主

に巡回をさせていただいているバスでご

ざいますので、一回り１系統で回らせてい

ただこうとしますと、やはりおよそ１時間

かかります。無料ではあるのですが、その

ようなところのお叱りをいただくことも

ございます。平成３０年には１台であった

ものを２台に増便をする対応もさせては

いただいております。今後、先ほど申し上

げた公共交通在り方検討会の中でも、もち

ろん議論をさせていただきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 １１番目の狭隘道路

に関するご質問にお答えさせていただき

ます。 

 ＫＰＩにつきましては、令和３年度建築

課所管で補助の実績のあったものを挙げ

させていただいております。狭隘道路につ

きましては、市民の安全・安心、防災の観

点で絶対解消していかなければならない

ところでございます。 

 令和３年度の実績箇所のお問いですけ

ど、千里丘２丁目で１件、補助を行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１２番目の

ご質問にお答えいたします。 

 千里丘三島線の東側の道路改良事業に

ついてのお問いであったかと思います。 

 令和３年度の達成率８０％という内容

だったかと思います。現在、令和３年度の

繰越分で予算いただいている建物につい

ては、解体工事中になってございます。そ

の部分を合わせますと、およそもう９割５

分ぐらいの達成率になってきます。残り１

件がまだ交渉中でございますので、現在、

鋭意進めさせていただいているところで

ございます。 

 続きまして、１３番目、正雀南千里丘線

外２路線道路改良事業でございます。 

 こちらの実施設計の内容でございます

が、主に内容といたしましては、全長２１

０メートルにわたります道路の測量であ

ったり、公道の設計等の内容とさせていた

だいております。 

 続きまして、１４番目、自転車通行空間

整備事業の内容でございます。 
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 こちらにつきましては、内容といたしま

して、車道の左側に青色で矢羽根型の路面

標示、あと自転車のピクトサインになりま

す。これは、自転車が歩道ではなしに車道

の左側を通行しなさいという内容の意識

づけで、明示しながら取り組みをさせてい

ただいております。現在そのような部分で

計画的に道路の空間を、大阪府茨木土木事

務所と連携しながら進めている取り組み

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、１５番目

のホーム柵設置についてのご質問にお答

えいたします。 

 大阪モノレールでは、平成３０年度から

令和４年度までの予定で、全ての駅でホー

ム柵を設置することとされ、乗降客数順に

整備を進められており、国、大阪府、沿線

各市が設置に対し補助をされております。 

 本市におきましても、ホーム柵設置の支

援といたしまして、設置に係る工事費など

の補助対象経費の６分の１を補助いたし

たもので、令和２年度に南摂津駅、令和３

年度は摂津駅へ設置されたものでござい

ます。 

 続きまして、１６番目の都市計画マスタ

ープラン策定事業についてのご質問にお

答えいたします。 

 都市計画マスタープランの改定は、令和

３年度から着手しておりまして、令和４年

度には改定案を作成し、令和５年度はパブ

リックコメントを実施し完成させる予定

でございます。 

 令和３年度は、人口、土地利用、都市構

造などの現状分析や現行の都市計画マス

タープランに基づく施策の進捗状況の整

理、総括を行いまして、基本理念やまちづ

くりの目標を決定いたしました。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 １７番目の空家対策

についてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 この空き家等への助言等の回数につき

ましては、委員がご指摘のとおり、空き家

がふえてくることが、今後、考えられます。

不良の状態の空き家が増加することを抑

制するため、ＫＰＩを立てさせていただい

ております。この設定につきましては、指

標的に空き家等への指導、助言回数の累計

を表記させていただいており、実際の令和

３年度の実施回数につきましては、１８回

実施しておる状況でございます。このこと

によって、未然に不良な管理になるところ

を抑えていく事業を進めさせていただい

ております。 

 続きまして、１８番目、多世代同居・近

居事業について、リフォームの申請が令和

３年度ゼロ件だった理由です。これにつき

まして、考えの中では、例えば中古の住宅

を購入して近居・同居をされる方に対して、

補助メニューとしては住宅の購入でリフ

ォーム、あと引っ越しということで、併用

して使えません。そういう中古住宅を買わ

れ、リフォームで住まわれる場合について

も、購入の補助を選択される方が多くおら

れるのではないかなと考えております。 

 続きまして、１９番目の住宅の省エネル

ギー化についての指導でございます。住宅

の省エネ基準につきましては年々厳しく

なっており、当初はまず建物の外側の省エ

ネ化についての基準が強化され、中で使わ

れる機械の設備についても、省エネの基準

が義務化され、強くなってきている状況が

あります。これについては、光熱費がまず
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下がるのと、空調などをしっかりすること

によって、住宅結露等の発生が防げ、副産

物的に建物が長くもつことが見込まれま

す。こういう強化されてきた状況でありま

して、大阪府で、この情報についてのパン

フレット等を作られておりますので、そう

いうパンフレットを窓口に置きまして配

布するなど、啓発を行っておる状況でござ

います。 

 最後に、震災対策補助のブロック塀のア

プローチについてでございます。平成３０

年の大阪北部地震から数年経過した中で、

市民の関心も少し下がってきている状況

はあると感じられるところでございます。

このブロック塀につきましては、震災直後、

教育政策課で通学路等のブロック塀につ

いて調査されて、その資料につきましては、

建築課で引き継いでおります。令和３年度

において、三、四か月かけて、業務の合間、

経過観測として確認作業を行い、その中で

新たに監視を続けないといけないところ

も確認している状況です。そこにつきまし

ては、補助制度でございますので、ブロッ

ク塀の所有者の責任で管理していただく

ところがあります。こういう補助制度につ

いて、創設していることもご説明しながら、

監視を続けておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 まず、１番です。市たばこ税についてで

ございます。 

 どんどん減少していくとのことでした。

摂津市の市たばこ税、市５税のうちの４．

１％の比率となっています。比較して、吹

田市では、まだ決算中のこともあり、令和

３年度の予算ベースの話で申し上げます

と、市税が７税ございますので、市税７税

のうちの２．４％が市たばこ税になってい

ます。７税と５税の差はありますが、１．

７ポイントの差があります。摂津市が人口

８万７，０００人に対して、吹田市が３７

万５，０００人なので、予算ベースでは大

体２．３倍しか開きがない中で、人口的に

は約４．３倍の開きがあります。この要因

について分析されているのかお尋ねしま

す。 

 続いて、２番目です。不納欠損額、高額

案件があり、ふえたり減ったりしたとのこ

とで承知しました。ただし、今年のコロナ

による第７波が最も経済に影響を与えた

のではないかと思っています。なぜならば、

国や市からの補助が最も少なかったから

と言われています。そうなると、令和４年

度はもっと個人の不納欠損額がふえるの

ではないかと懸念しております。市として

の予防策はお考えでしょうか。お聞きいた

します。 

 次、臨時財政対策債についてです。 

 決算概要の３９ページで、将来負担比率

も掲載されております。大和総研のレポー

トを見ると、臨時財政対策債は将来負担比

率の影響に加えるべきではないかという

ことで、その差し引いた数字を計算してシ

ミュレーションをやっております。本市と

しては、その臨時財政対策債の影響を省い

た数値としては、将来負担比率が今のとこ

ろバー表示になっております。そういった

シミュレーションについて、やっておられ

るかどうかを確認したいです。 

 ４番目です。治安についてです。 

 犯罪の発生件数が抑制されたことは確

認できたので、非常によい傾向にあるので

はないかと思います。ただし、事例を挙げ

ますと、千里丘６丁目の交差点から南に下

ったところ、洋服店があります。その前に
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警察が看板を出しております。自転車とロ

ードバイク、８月２５日にここで発生した

事故を目撃された方はご連絡くださいと

いうものです。そういう表示があるという

ことは、いまだにカバーしきれていない部

分があるとの認識を持っていただきたい

です。さらに必要箇所については、警察と

相談された上で、しっかりと必要不可欠な

分を賄っていただけるようにお願いした

いと思います。 

 また、本市では、新たに２０台ふやして

いただいて、リースで運用されております。

他市の例を見ると、設置に補助は出します

が、メンテナンス料は自治会でということ

もあるようです。そういった事例研究をし

っかりと踏まえていただいて、防犯カメラ

の数をしっかりふやしていただけるよう

に、これは要望にとどめておきます。 

 ５番目です。防災についてです。防災対

策は、やっぱり長期的に見つつも、割と喫

緊の課題だと考えています。この前の一般

質問でもお聞きさせていただきました。安

威川が越水すると、市庁舎は浸水します。

そういったことを考えて、防災対策、災害

に強いまちづくりを、市からしっかりと発

信してつくっていただきたいとの思いが

あります。これも要望にとどめておきます。 

 ６番目です。情報化推進事業です。オン

ライン申請について、幾つかオンライン申

請ができるようになって、便利になったと

いう実感もあります。この件については、

早急に進めていただきたいと思っていま

す。今、市庁舎の１階で、マイナンバーカ

ードの手続による行列ができております。

やっぱりマイナンバーカードを持つこと

で、オンライン申請ができる利便性を生か

して、この機を逃さず、進めていただきた

いと強く要望しておきます。 

 続いて、７番目です。交通安全啓発事業

です。 

 私ごとになりますが、毎週金曜日に千里

丘中央病院前の交差点のところにおいて、

小学生の交通安全の見守りで立たせてい

ただいております。その中で、やっぱり危

険な状態が続いているところがあります

ので、自転車の安全啓発とともに、ピクト

グラムについても消えかかっているとこ

ろがあります。もう一回点検していただい

て、交通安全しっかりと守っていけるよう

に、これも要望とさせていただきます。 

 ８番目です。公共交通整備事業です。新

型コロナ対策とのことで理解しました。た

だし、物価高騰の中で、公共交通自体が非

常に厳しい状況にあります。滋賀県では、

公共交通税を取るべきではないかという

議論すらされている状況です。やはり物価

高騰に合わせて、交通の在り方を考えてい

くべきで、継続していけるように、これも

要望とさせていただきます。 

 続いて、９番目です。市内循環バス運行

補助事業です。 

 これは公共交通在り方検討会とのこと

で、令和３年度は準備段階だったと思いま

す。どのような準備をされたのかについて、

再度、質問させていただきます。 

 １０番目です。公共施設巡回バスです。

これは個人的な要望になってしまうので

すが、市役所から新鳥飼公民館へ行こうと

思って、バスの運転手に聞いたときに、行

きますけど、阪急バスに乗ったほうが早い

ですよと言われたんです。それはまずいの

ではないかと思っています。やはりしっか

りと市民サービスとして成り立たせてい

る以上、運行客をちょっとでもふやしてい

ただけるように取り組んでいただきたい

と思います。 
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 １１番目の狭隘道路整備事業です。千里

丘２丁目とのことで理解いたしました。い

まだに狭隘道路は、市内に数多くございま

す。まだ千里丘東４丁目の辺りを結構なス

ピードで車が走っていることもあります。

そういったことの解消を一刻も早く取り

組んでいただくよう要望でとどめておき

ます。 

 １２番目です。千里丘三島線です。 

 これはほぼ達成と認識しております。残

り５％については頑張ってくださいとし

か言いようがありません。もう慣れ親しん

だ風景がなくなりながらも新しい道がし

っかりできておりますので、しっかり取り

組んでいただきたいというエールを送り

たいと思います。よろしくお願いします。 

 正雀南千里線です。測量などを行ったと

のことです。土地の買い取りの申し出があ

って設計変更が出たかと思いますので、早

くこれも実施していただきたいと要望し

ておきます。ビジョンが見えたら、また見

せていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 １４番目、自転車通行空間の整備につい

てです。 

 これは、矢羽根型路面標示などと聞いて

います。千里丘地域はウーバーイーツも地

域に入ってきておりますが、やはり自転車

と歩行者、自転車同士の事故などがござい

ます。そういったところは非常に気をつけ

ていただいて、自転車同士の事故は結構重

大な事故を招きかねないので、そういった

事故がないように、これも要望とさせてい

ただきたいと思います。 

 １５番目です。モノレールのホーム柵の

設置についてです。 

 あらかじめ決められていた予算を執行

したとのことです。私の認識は違っていま

して、予算の優先順位が間違っていないで

すかということをまず主張したいと思い

ます。やはり阪急摂津市駅で、女性の方と

電車が接触されて亡くなられた事故がご

ざいました。先日はＪＲ千里丘で高校生２

人が亡くなる事故がございました。そうい

った経緯を踏まえると、やはり決められた

予算をあらかじめ執行するのではなくて、

必要なところに必要な補助をつけて執行

すべきではないかと考えております。その

考え方に対して今どのようにお考えかを、

２回目の質問とさせていただきます。 

 １６番目です。都市計画マスタープラン

についてです。令和３年度の内容について

は理解いたしました。私、都市計画審議会

もまた続けさせていただいておりますの

で、都市計画マスタープランの達成に向け

て、引き続き取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。要望とさ

せていただきます。 

 １７番目、特定空家対策です。 

 累計表記であると理解いたしました。過

去から１８件で、その中でも１件は特定空

家の指定をしたと聞いていたこともあっ

てです。ただ、やはりこの累計表記がふえ

ないように、これはもうオール摂津で取り

組まないといけない取り組みになってく

ると思います。しっかりと人口減少を抑制

しながら、空家対策をやっていただきたい

と考えます。よろしくお願いいたします。

要望とさせていただきます。 

 １８番目です。多世代同居・近居につい

てです。 

 日本では親御さんが、もしくは子どもが

いるから近くに引っ越してくることが結

構ありますので、もっと摂津市を売り出し

ていただきたいと思います。これはまたシ

ティプロモーションとも関わってくるの



- 17 - 

 

で、市長公室にかかってくる話と思います。

なぜかと言うと、今、大阪市内で働いてい

らっしゃる方が、どこで住居を構えるかを

検討する際に、特に大阪府の南部地域の方

になると奈良県の柏市を選ぶ方がふえて

きているようです。理由としましては、柏

市は天王寺まで車により２０分ほどで出

られるし、ＪＲや南大阪線もあって、結構

利便性が高いようです。あと住居が中古で

すと、１，５００万円台で買えることもあ

って、選ばれる要因となっています。摂津

市としましても、利便性と住んでいただく

メリットを打ち出していただいて、多世代

同居・近居をしっかりやっていただきたい

と思います。これも強く要望とさせていた

だきます。 

 １９番目、開発指導の省エネルギーにつ

いてです。 

 大阪府のパンフレットによる啓発との

ことで理解しました。ゼロカーボンシティ

をうたっている以上は、住宅の省エネルギ

ー化は必須なので、積み重ねないとゼロカ

ーボンシティに到底できません。やはりリ

フォームに関しても、ある一定の省エネル

ギー化については補助をつけていくよう

な方向性に持っていかないと、ゼロカーボ

ンシティの達成ができないと思います。こ

れはその省エネルギー化について、今後、

補助対象等々あるのかないのか、お聞きし

たいと思います。 

 ２０番目です。震災対策事業です。 

 ブロック塀に関してです。確認していら

っしゃることは認識しました。ただやはり

ブロック塀とフェンスとの違いというと、

フェンスは軽いけども中が見えてしまう

デメリットがあるので、そういったことを

気にする方もおられるかと思います。しっ

かりとこのブロック塀があることによる

デメリットを丁寧に説明していただいて、

粘り強く改修をやっていただきたいと思

います。これは要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは市民税課に

係ります質問番号１番、市たばこ税につい

ての２回目のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 吹田市と摂津市で、市税のうちたばこ税

が占める割合の違いについて分析をして

いるかとのお問いでございました。今分か

るものとしましては、令和２年度の決算額

ベースでしか分かりませんが、吹田市はや

はり摂津市と違いまして、市税の税目が７

税あります。入湯税、事業所税で税収があ

るというところで、その税収が全体の約１．

６％を占めている状況です。そちらとたば

こ税を合わせますと、約４％程度を占めら

れております。やはり税目の数の違いとい

うところで、その中でのたばこ税が占める

割合というのも違ってきているところで

あろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 南池課長。 

○南池納税課長 それでは、塚本委員の２

回目のご質問に答弁いたします。 

 新型コロナウイルス第７波の影響によ

る今後の不納欠損額が増加するのではな

いかとのお問いだったかと思います。不納

欠損額について、全体の推移を過去１０年

で見ますと、滞納繰越額自体も年々縮減し

ている中で、それに伴って不納欠損額も

年々減少しております。具体的に１０年前

の平成２３年度頃は約８，０００万円前後

で推移していたものが、近年は２，０００

万円前後で推移しております。 

 新型コロナウイルスの影響ということ
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で、令和２年度に、まず大きな影響があっ

て、特例猶予で納期限を１年延ばす制度が

できました。それについても、１年後ほと

んどの方がご納付いただいておりまして、

こちらで想定したよりは、徴収率等には影

響がなかったところでございます。納付相

談受けている中で、やはり第７波、これま

で蓄積してきた新型コロナウイルスの影

響は、日々感じているところでございます

ので、今後、不納欠損額が増加していかな

いように、しっかりと対策していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号３番の将来負

担比率に関してであります。委員のお話に

ありました臨時財政対策債に関しまして

のシミュレーションは行っておりません。

ただ、今、将来負担比率はゼロ％以下であ

りますことから、公表値についてはバー表

示になっております。本市の将来負担比率、

令和３年度はマイナス９０．４％になって

おります。将来負担比率の早期健全化基準

につきましては、本市の場合は３５０．

０％でございます。この数値がゼロ％を超

える、つまりプラスに転じるのがどのぐら

いかとの試算は行っております。市債がど

れぐらいになるとプラスに転じるかです

けれども、こちらについては、基金残高等

によって影響が出てきます。仮に基金残高

等が現状であるとした場合には、市債の残

高が約３５０億円になると、将来負担比率

はプラスに転じると試算をしております。

現在の市債の残高が約２００億円であり

まして、３５０億円超えると将来負担比率

はプラスに転じます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、９番目のお

問いの２回目にお答えいたします。 

 公共交通在り方検討会、令和３年度にお

きましては準備段階でございます。今年度

のスタートアップに向け、準備段階におき

ましては、公共交通の課題の洗い出し、そ

れと検討会のスケジュールにつきまして、

学識経験者の方と意見交換を行いまして、

検討会の進め方について準備を進めてま

いったところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、ホーム柵

設置についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 ホーム柵設置につきましては、その設置

順は各事業者の決定によるところでござ

いまして、それに対して補助をすることで、

一定促進されるものと考えております。た

だ、これまで国において、１日当たりの利

用者が１０万人以上を優先して整備する

との考え方を示している中で、ＪＲについ

てもそのように整備を進められており、阪

急においても乗降客数順を参考に整備を

進められてきたかと思います。阪急につい

ては、まだ十三駅と三宮駅でしかついてい

ない状況でございます。 

 ただ、そのような中、国が令和３年１２

月に、利用者に広く負担をしていただいて、

そういったバリアフリー化を進めていく

ことで、鉄道駅バリアフリー料金制度とい

うものを創設しました。そこで、ＪＲ西日

本はその制度を活用しまして、２０３２年

度までに京阪神地区の２１１駅に可動式

または昇降式のホーム柵、あるいはセンサ

ーにより利用者の転落を検知し、速やかに

列車を止めるシステムでありますホーム

安全スクリーン、この整備を進めることを

公表されております。 
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 また、２０２２年度から先行して整備す

るエリアも示しておりまして、このエリア

には千里丘駅も含まれております。ホーム

柵については、整備エリアのうち乗降１０

万人以上及び転落の実績が多い駅を優先

して設置するとのことです。千里丘駅では、

２０２５年度までにホーム安全スクリー

ンを設置すると聞いてはおりますが、ホー

ム柵の設置につきましては未定とのこと

でございます。 

 阪急電鉄につきましても、同様に制度を

活用いたしまして、全ての駅にホーム柵を

設置することを公表されております。整備

時期は今後、乗降客数や過去の事故件数を

踏まえて順位づけていくとのことでござ

います。阪急で言いますと、８６駅ほどあ

る中で、正雀駅及び摂津市駅は５０番台、

６０番台と低い位置にありますので、なか

なか直ちに設置されることにはならない

かもしれませんが、機会を捉えて要望とい

ったことはしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 １９番目の省エネル

ギー化についての補助を実施する予定が

あるかどうかのお問いについて、お答えさ

せていただきます。 

 この補助につきましては、行うか行わな

いかはお答えすることはできない状況で

あります。省エネにつきましては、今後、

発生する新築や建て替え時については、省

エネを考慮した設計が必須となってまい

りますので、この積み重ねによりまして、

市全体についての省エネ率については上

昇していくものと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 １番目、吹田市と摂津市では、７税と５

税で構成が違うので、たばこ税が占める割

合も違うとのことです。２０２１年の総務

省の公表データで、摂津市の世帯別平均年

収が３２７万円に対して摂津市内での３

００万円未満の世帯の割合が３５％。吹田

市は、世帯別平均年収が４３９万円、３０

０万円未満のパーセンテージが３３％と

なっています。なおかつ、これとリンクす

るようなデータがありまして、これは２０

２０年の厚生労働省のデータで、世帯年収

が６００万円以上の世帯においては、喫煙

率が２７．３％、年収が４００万円以上６

００万円未満に関しては、２９．４％、２

００万円未満の世帯に関しては、３４．

３％となっています。たばこ税はこうして

見てみると、一定の税率でありながら、な

おかつ年収が低いほど喫煙率が高くて、税

金を多く払っている、いわゆる逆累進性の

ある課税になってしまっています。という

ことは、摂津市内でのたばこ税の在り方と

しては、どうしていくべきかという方向性

を考えると、やはり担税力のある世帯をし

っかりと引き入れて、世帯の年収、世帯別

年収を引き上げていくことによって、たば

こ税の割合を減らしていくような方策を

練っていく必要があるのではないかと思

います。これもオール摂津で取り組んでい

ただきたいテーマであると考えています。

摂津市民の収入を上げる手だてというも

のをどうやっていくかを考えていただき

たいと思いますので、要望とさせていただ

きます。 

 ２番目です。第７波によって、非常に個

人の方に影響が出てしまっていると言わ

れております。ただ、やはり市としては、

収納するのが義務である一方、その方が本
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当に困窮されたときに手を差し伸べてあ

げられるような市役所であってほしいと

私は願っていますので、そこはしっかりと

守っていただきたいと思います。よろしく

お願いします。これも要望とさせていただ

きます。 

 ３番目です。先ほど、ある程度の数字を

お聞かせいただきました。やはりこういう

ときに私がいつも決算書とか見て思うの

は、財務諸表にしてほしいと思いまして、

賃借対照表とかキャッシュフロー計算書

などがないため、非常に見づらくしている

一因だと思います。やっていらっしゃる団

体もあって、山梨県は賃借対照表、行政コ

スト計算書、純資産変動計算書、資金収支

計算書を作って公表されています。 

その財務諸表の有無について、まずお答

えいただけたらと思います。 

 続いて、９番目、公共交通在り方検討会

については、もう本当に気になる点がござ

いますので、随時またご相談させていただ

けたらと思います。要望とさせていただき

ます。 

 ホーム柵の設置についてです。千里丘駅

も入ってくるということで、いつになるか

分からないですが、今後、過去のような悲

劇が二度と起こらないようにと思ってい

ます。それと、阪急摂津市駅は駅舎の建て

替えもありますので、その際にはぜひ導入

できるように働きかけをお願いしたいと

思います。要望とさせていただきます。 

 １９番目です。住宅の省エネルギー化に

ついて、一番やっぱりきついのは、隙間風

の入るようなぼろ屋が一番きついと思い

ます。何とか隙間テープを貼る程度でもい

いので、何か補助ができないかと思うので

すが、そういったところ、ぜひ検討してい

ただけるように要望とさせていただきま

す。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号３番の財務諸

表についてでございます。地方公会計制度

におけます財務諸表といたしましては、決

算年度の翌年度末までに作成し更新を完

了するように、国より通知もございます。

本市におきましては、現在、令和２年度分

までの作成は完了しておりまして、この財

務諸表につきましては、ホームページに掲

載をさせていただいております。ホームペ

ージへ掲載することにより周知を図って

いる状況で、現在、令和２年度分までをホ

ームページに掲載している状況でありま

す。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 令和２年度分については、またホームペ

ージで見させていただきますので、令和３

年度分を作り次第、見せていただければ幸

いです。要望とさせていただきます。 

 以上になります。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４８分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 私からは、この総務部と

建設部の所管で２１問、質問させていただ

きます。 

 決算概要からです。ページ数を追って、

質問させていただきますので、よろしくお

願いします。 

 決算概要４４ページでございます。総務

課、庁内印刷事業についてです。３１５万

７，０００円、執行率が９９．１％の執行

率になっております。ＤＸ化を叫ばれてい



- 21 - 

 

る中で、庁内のパソコンの更新も控えてい

るところでございます。議会内でタブレッ

トの導入が今年検討され、全庁的な体制が

整っていないとのことで見送りになりま

した。令和３年度の考え方で結構ですので、

方向性をお教えいただけたらと思います。 

 続きまして、４８ページ、資産活用課に

なります。市立集会所管理事業についてで

す。修繕料に関して、執行率が低くなって

おります。こちらの内容についてお教えく

ださい。 

 続きまして、３番目です。庁舎管理事業

についてです。光熱水費が計上されており

ます。電気代や水道代の内訳について、も

しお分かりであればお教えください。 

 続きまして、４番目、庁舎設備総合管理

委託料についてです。こちらの内容をお教

えいただきたいです。 

 続きまして、５番目、５０ページです。

車両管理事業についてです。会計年度任用

職員報酬についてお教えいただきたいと

思います。 

 続きまして、６番目になります。５４ペ

ージ、防災危機管理課になります。犯罪被

害者等支援事業について、運営状況につい

て、まず１回目お教えください。 

 続きまして、７番目、その下の防犯カメ

ラ設置事業についてです。防犯カメラのリ

ース料が計上されております。増設の依頼

等が多くあると思います。令和３年度の増

設依頼数と設置実績についてお教えいた

だきたいと思います。 

 続きまして、８番目、６０ページです。

基金積立事業の中の財政調整基金につい

てです。中期財政見通しを、毎年１０月頃

に出されております。令和３年度を踏まえ

ての分析について、一度お教えいただけた

らなと思います。 

 続きまして、９番目、公共施設整備基金

積立金です。こちらの執行率が例年に比べ

てかなり低く、８０．１％となっておりま

す。内容についてお教えいただきたいと思

います。 

 続きまして、１０番目、減債基金につい

てです。こちら先ほど塚本委員から質問も

ありました。減債基金を土地開発基金に積

み替えしておりますので、かなり減額され

た状況になっております。将来的な見通し

を含めて、令和３年度かなり積立金も少な

いようですけども、それも踏まえて状況的

にどうなのか、お教えいただきたいと思い

ます。 

 続きまして、１１８ページになります。

道路交通課になります。１１番目が道路交

通課の道路反射鏡設置事業についてです。

執行率９９．９％となっております。要望

に対しての設置実績を教えてください。 

 続きまして、１２０ページ、道路管理課

になります。都市再生地籍調査事業につい

てです。１回目、内容についてお教えくだ

さい。 

 続きまして、１３番目、市内環境維持事

業についてです。河川環境、道路環境の整

備について、１回目に内容をお教えくださ

い。また、年に何回清掃作業されているの

か、お教えください。 

 続きまして、１４番目、１２２ページ、

道路交通課になります。交通バリアフリー

整備事業についてです。令和３年度の実績

についてお教えください。 

 続きまして、１５番目、そのすぐ下、未

就学児移動経路対策事業についてです。こ

ちらも実績についてお教えください。 

 続きまして、１６番目、千里丘東５４号

線道路改良事業についてです。こちらも一

度内容についてお教えください。 
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 続きまして、１７番目、１２６ページに

なります。特定空家対策事務事業について

です。これも塚本委員から質問もありまし

た。執行率がかなり低いです。事務費用し

か執行していない状況となっております。

一度、内容についてお教えください。 

 続きまして、１８番目、１２６ページで

す。多世代同居・近居支援事業についてで

す。これも先ほども質問がありました。執

行率が、９９．８％となっております。内

容についてお教えください。 

 続きまして、１９番目です。１２８ペー

ジ、水みどり課になります。花壇等の維持

管理充実事業についてです。市の花壇は、

民間に委託している部分と市で運営して

いる部分あると思います。どれぐらいの割

合で運用されているのか、１回目でお教え

ください。 

 続きまして、一番下の公園維持管理事業

についてです。ちびっこ広場等は自治会に

運営等をお任せされている部分が多いと

思います。令和３年度の実績について、一

度説明も踏まえてお教えください。 

 最後、１１０ページに戻ります。水みど

り課の農業水路管理事業についてです。水

路台帳作成業務委託料がありますが、その

内容と進捗状況も併せてお教えください。 

 １回目、以上です。 

○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、決算概要４４

ページ、庁内印刷事業についてでございま

す。 

 庁内印刷での印刷物は、大きく２種類ご

ざいます。一つは、庁内向けの文書、庁内

で利用する文書でございます。もう一つは、

市民、事業者へ配布する文書でございます。 

 庁内向けの通知文書や、庁内の会議資料

などにつきまして、以前は庁内印刷で印刷

を行っておりました。現在は電子メールで

の送信や、庁内ＬＡＮでのファイルの共有

でありますとか、一定浸透はしております。

十分ではございませんけれども、一定ペー

パーレス化が進んでいる状況でございま

す。 

 一方、市民などへ配布する文書につきま

しては、まだまだ庁内印刷が多いような状

況でございます。特に近年、コロナ対応で、

様々な印刷物を発送しております。給付金

でありますとか、ワクチン接種の制度説明

資料です。そういったものの印刷がござい

まして、例年よりも、かなり最近は印刷が

ふえている状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 それでは質問番号

２番、決算概要４８ページ、市立集会所管

理事業の修繕料に関するご質問にご答弁

申し上げます。 

 これにつきましては、修繕件数４１件で

ございます。主に集会所の外構の補修、床

の張り替え、照明器具のＬＥＤ化等に充て

られております。 

 なお、執行率が低いとのご指摘でござい

ました。令和３年度におきましては、２回

の非常事態宣言があったこともあり、集会

所の利用を禁止している期間がございま

したので、そういった影響もあり、執行率

が低くなったものと推測しております。 

 続きまして質問番号３番、決算概要４８

ページ、庁舎管理事業における光熱水費に

ついてでございます。 

 内訳でございます。ガス代が９１万４，

７６７円、電気代が２，６３９万２，６６

８円、水道代が５９２万７，７２１円とな

っております。 

 なお、平成３０年度から実施しておりま
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すＥＳＣＯ事業におきましては、引き続き

目標を達成して、省エネに努めているとこ

ろでございます。 

 続きまして質問番号４番、庁舎管理事業

について全体的なご質問であったかと思

います。 

 庁舎管理事業につきましては、庁舎及び

設備等に係る維持管理や行政サービスに

おける通信運搬費、先ほどご質問がありま

した光熱水費、各種設備の法定点検、清掃

委託等に充てるものでございます。経常的

な経費として割合を多く占めているのが、

やはり光熱水費であったり、清掃管理委託

料となっているところでございます。 

 続きまして質問番号５番、決算概要５０

ページ、車両管理事業における会計年度任

用職員報酬についてのご質問でございま

す。 

 車両管理事業における当該報酬は、市長

部局で所管する公用車の日常的な整備、点

検及び車検業務等の手配、確認作業等を行

っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私から犯罪被

害者等支援事業の運営状況についてのお

問いに対してご答弁申し上げます。 

 犯罪被害者等支援事業につきましては、

平成２０年３月に条例制定し、同年７月１

日から見舞金の支給や家賃の補助などの

支援制度を開始しております。 

 窓口の相談件数におきましては、令和３

年度が１１件で、過去１０年間の動きにつ

きましては、平成３０年度の２０件をピー

クに、１０件程度で推移しております。 

 また、相談者への聞き取りにつきまして

は、犯罪被害者支援員で警察のＯＢが、１

名ついていただいて、あと職員１名とで対

応しており、外部へ会話が漏れにくいよう

市役所の会議室で相談を受けております。 

 次に、７番目の防犯カメラについてのご

質問でございます。令和３年度の増設依頼

と設置数でございました。令和３年度の防

犯カメラの設置につきましては、摂津警察

署からの新規設置の要望は３５台ありま

した。要望理由などを再度、摂津警察の担

当の方からお聞きしまして、それを精査し

た結果、２０台を設置している状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは質問番号８番

の財政調整基金に関連しまして、中期財政

見通しの令和３年度の分析というご質問

でございます。中期財政見通しに関しまし

ては、これまでにも精度が低い、信頼性に

欠けると、たくさんのご指摘をいただいて

おります。 

 作成に当たりましては、これまでは財政

運営が持続的に、また安全に安定的に行わ

れることを意識しておりましたことから、

歳入に関しましては、景気の下振れなどに

よりまして、実際の歳入額が見込額を下回

ることがないように、厳しめに見込んでお

りました。 

 また、歳出に関しましては、安全な金額

を見込むためにも、過去の状況を参考にし

ながら、伸び率を少し高めに設定をしてお

りました。 

 このことから、実態よりも厳しい見込み

を立てていたことにより、実態との乖離が

発生しておりました。今回お示しさせてい

ただいております中期財政見通しでは、よ

り精度を高めるために算出時の見直しを

行いまして、作成をさせていただいており

ます。 
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 この中期財政見通しにつきましては、こ

のままの状況で何も対応策を講じない場

合の見込みであります。対策を講じない場

合、基金に関しましては、令和１０年度に

枯渇すると見込んでおります。 

 次に、質問番号９番の公共施設整備基金

積立金の執行率が低いというご質問でご

ざいます。公共施設整備基金積立金におけ

ます当初予算の計上額といたしましては、

基金利子相当額に１０万円を上乗せする

形で、金額を計上しております。 

 この予算書の提案時以降に、公共施設整

備基金に積み立てを行って、元金がふえる

可能性もございます。 

 元金が増額になりましたら、基金利子相

当額も増額となりますことから、例年１０

万円を上乗せして予算を計上させていた

だいております。 

 令和３年度は利子分の増がありました

けれども、それほど元金に変更はございま

せんでしたことから、残額が１０万円ほど

になりました。決算額が約４０万円ですの

で、結果として執行率が８０．１％になっ

たものでございます。 

 次に、質問番号１０番の減債基金の積み

替えで減額をしており、状況はどうなのか

というところでございます。令和２年度末

での基金残高といたしましては、財政調整

基金が約６１億円、減債基金が約３１億円、

公共施設整備基金が約４９億円でござい

ました。 

 公共施設整備基金の活用先につきまし

ては今後、公共施設の建て替えでありまし

たり、老朽化に対応した修繕など、予定さ

れている多くの案件がございますことか

ら、それらに有効に活用してまいりたいと

考えております。 

 財政調整基金につきましては、年度間の

財政調整の役割がございます。 

 一方、減債基金に関しましては、当面、

繰上償還などの予定はないことから、この

減債基金の残高を活用させていただいた

ものであります。 

 この減債基金から土地開発基金へ積み

替えることによりまして、千里丘駅の西地

区再開発事業における補償費の一部を土

地開発基金から地権者に支払う。そのこと

によって財政調整基金が枯渇しないよう

に取り組むために執行させていただいた

ものであります。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１１番目の

お問いに対して答弁申し上げます。 

 道路反射鏡設置事業の中で市民要望、そ

れと、その実績とのお問いであったかと思

います。 

 道路反射鏡設置事業と申しますのが、摂

津市の市道、道路と道路の交差部分で見通

しの悪い箇所であったり、道路自体がカー

ブで屈曲し、少し見通しが図りづらい、そ

ういった場所にカーブミラー、つまり道路

反射鏡を設置させていただいているもの

でございます。 

 要望に関しましては、その多くは市民か

らの要望でございまして、令和３年度で２

５件の内容でございます。 

 その要望があった場合には、速やかに現

地に職員が出向きまして、道路反射鏡設置

基準という内規に基づいた形で必要と判

断された内容について、新たに設置を行っ

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、質問番号１

２番の地籍調査事業に関するご質問にお

答えさせていただきます。 
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 一般的に地籍調査事業は一筆ごとの土

地について、その所有者、地番及び地目の

調査を行うとともに、その境界及び地籍を

測量し、地籍図及び地籍簿を作成するもの

でございます。都市部では土地が細分化さ

れており、権利関係も複雑な場合が多いこ

とから、地籍調査の実施においては境界の

確認等に多くの時間が必要であることが

課題となっております。 

 しかしながら、地震や水害など大規模な

災害が発生した際には、道路などライフラ

インの早期復旧が特に重要であり、世界測

地系の座標で管理できるなど、土地の権利

関係を明確にした現地復元性のある地図

を整備していくことが必要であります。ま

ずは街区ごとに、道路など公用地と市有地

との境界を先行して明確化するため本事

業を実施し、先ほどご説明させていただき

ました資料の作成を行うものでございま

す。 

 続きまして、１３番目の市内環境維持事

業に関するご質問にお答えさせていただ

きます。 

 本事業は、市民生活の快適な環境整備を

目的に、国土交通省及び大阪府管理河川区

域における市管理道路をはじめ、河川の護

岸及び堤防部の除草並びに清掃を実施す

るものであり、本事業の中においては合計

４件の委託業務を発注しております。 

 この４件の委託業務のうち３件の委託

では、安威川や大正川、境川、山田川など

大阪府管理河川の除草をそれぞれ年１回

から２回実施するものであり、さらに、こ

のうち１件は大阪府より委託を受け、実施

しているものでございます。また、残り１

件は、一津屋地区から鳥飼上地区までの淀

川堤防敷小段部を南別府鳥飼上線ほか３

路線の認定道路として河川の占用許可を

受けておりますことから、その許可条件で

ある道路から１メートルの範囲を基本に、

除草清掃を年４回実施しているものでご

ざいます。 

 主な除草作業は、肩掛け式による機械に

よる清掃であったり、草刈り車による除草、

あと除草時に確認されるごみの回収など

も実施しております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは１４番目の

交通バリアフリー整備事業に対するお問

いでございます。 

 令和３年度の実績につきましては、新在

家鳥飼上線、ちょうど鳥飼上４丁目、５丁

目の地内で、４か所の切り下げ工事でござ

います。 

 この交通バリアフリーの目的自体は、道

路の交差点箇所におきまして車道と歩道

の段差について、横断していただくに当た

りまして、その段差を解消する目的で工事

を行っております。 

 続きまして、１５番目の未就学児移動経

路対策事業につきまして、令和３年度の整

備箇所でございます。 

 こちらについても、目的といたしまして

は、滋賀県大津市で未就学児の方が通学路

等で、事故にあったことを受けまして、こ

の事業をさせていただくものでございま

す。歩道のたまりにおきまして、車止めで

あったりだとか、車両の衝突事故を抑止す

るような対策であったり、道路の外側線で

車道の明確な位置づけであったりだとか、

歩車分離がされていない道路については

グリーンベルト舗装など、歩行者の歩く場

所を明示するような箇所で、未就学児の通

行の安全を図っておるところでございま

す。 
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 令和３年度につきましては、千里丘東２

丁目、庄屋２丁目、鳥飼西２丁目、鳥飼下

３丁目、それぞれにおいて対策を行ってお

ります。 

 最後に１６番目、千里丘東５４号線の道

路改良事業でございます。 

 こちらの内容につきましては、ＪＲ東海

道本線の地下道でございます竹の鼻ガー

ド、千里丘東５丁目付近になってまいりま

す。それに接続いたします市道千里丘東５

４号線の部分での道路改良でございます。 

 現状は、道路幅員が５メートル程度とい

うことで、歩車分離がなされていない狭小

な道路でございますので、こちらの通過交

通の安全性確保で、このたび令和３年度に、

その交差点近傍の土地を本市が購入いた

しまして、現在仮設歩道とさせていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 それでは、１７番目の

空家対策についてのご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 空家対策につきましては、空家等対策の

推進に関する特別措置法に基づきまして、

適切な管理が行われておらない家屋等が

防災や景観などの市民生活に影響を及ぼ

す、これを防ぐことを目的としておる事業

でございます。 

 ここで言う空家等とは、常態的に使用さ

れていない建築物等を言いまして、これら

の建物の所有者に対しまして、建物の状況

の情報提供や助言等を行って、適切に管理

していただくよう援助をしていく事業と

なっております。 

 この情報提供や助言によりまして、その

管理状況が改善されないことになります

と、そのまま放置しておけば倒壊等、危険

な状態になってしまいます。そのような建

物に対しましては、特定空家等に認定しま

して、引き続き助言、指導等を行い、家屋

等の対策を行っていく事業となっており

ます。 

 続きまして、１８番目の多世代同居・近

居支援事業についてのご質問にお答えさ

せていただきます。 

 この事業につきましては、親世代と子世

代、これが同居・近居する場合に対する補

助でございます。この補助内容につきまし

ては住宅取得、住宅のリフォーム、転居の

費用がございまして、申請件数を想定した

中で予算の要求をしておるところでござ

います。 

 それぞれの補助につきましては、上限額

及び補助率がそれぞれ設定されておりま

す。令和３年度につきましては、全て上限

の対象となるものでありまして、申請の内

容が結果的に予算と同額となったもので

ございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは１９番目

のご質問、市の管理花壇と民間の管理花壇

の割合についてお答えいたします。 

 令和３年度では、市内に６４か所ありま

す花壇やプランターのうち、市が直営で管

理する花壇は１５か所、自治会や市民団体

などが主体となって管理していただいて

いる花壇は４９か所となっております。割

合としましては、パーセンテージで、市が

約２３％、団体が約７７％となっておりま

す。 

 続きまして２０番目のご質問、ちびっこ

広場の令和３年度の実績についてお答え

いたします。 

 令和３年度では、市内にちびっこ広場は
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９７か所あり、そのうち８３か所のちびっ

こ広場において、自治会など５７団体で、

摂津市ちびっこ広場管理補助金交付要綱

に基づき維持管理を行っていただいてお

ります。残りの１４か所につきましては、

市で維持管理を行っております。 

 維持管理の内容といたしましては、同要

綱に定めております広場の清掃や除草、そ

の他環境整備作業となっており、作業の回

数は、各団体で決めていただいております。 

 補助金につきましては、交付金の申請が

あった団体に対しまして、交付基準により

算出した金額を補助しております。 

 続きまして２１番目のご質問、水路台帳

作成業務の内容と進捗についてお答えい

たします。 

 まず内容でございます。現在使用してお

ります水路網図や水路台帳は、昭和５９年

に作成されたものであり、それ以降、市内

では市街化が進む中で田畑は減少し、機能

として不要となった水路もふえておりま

す。また、工事や開発行為などによる水路

の付け替えや改修、道路や歩道の一部とし

て利用するため水路に蓋を設置するなど、

現地の状況や役割も大きく変化しており

ます。 

 このようなことから今後の水路の機能

や構造を含めた水路の在り方などについ

て検討していくことが重要な課題と考え

ております。令和２年度から令和４年度ま

での３年間におきまして、本委託により最

新の水路網図、台帳に更新するための作業

を鋭意進めているところでございます。 

 令和３年度の実績では、令和２年度で既

往資料の収集・整理及び検証から作成いた

しました基礎図を基に、現地調査及び測量

を行っております。 

 現地調査対象延長８９キロに対し、令和

３年度で７２キロの約８割が調査済みと

なっており、残り２割の現地調査につきま

しては、令和４年度で引き続き行っており

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 ２回目の質問をさせていただきます。 

 一つ目の庁内印刷事業についてです。 

 コロナ禍もありまして書類の作成、書類

が多くなったことは理解できます。これか

らペーパーレス化と言われている中、来年

度もまたパソコンの更新も控えている中

で、やはり少しずつ解消していくべきと思

っております。今後、より実践的に進めて

いただくよう、これは要望としておきます。 

 続きまして２番目です。 

 コロナ禍もありまして、修繕料の執行率

が低かったとの答弁だったと思います。 

 そこで、教えていただきたいのが、摂津

市公共施設等総合管理計画の中で集会所

等の補修計画が入っております。２０２０

年からほとんどのものが検討を始めると

のことです。 

 例えば、築年数が５０年以上経過してい

る集会所等の立て直しについては、現状、

記載がありません。このことについて、令

和３年度の実績の中で結構ですので、どの

ように考えていらっしゃるのか、お教えい

ただきたいと思います。 

 続きまして３番目、光熱水費の内訳につ

いてです。 

 ガスが約９１万円、電気が約２，６３９

万円、水道が約５９２万円とのことでした。

他市におきましては、この電気について、

電力自由化等もありまして、入札している

市が多くあります。本市に関しても約１０

年前に検討されたと聞いております。 
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 災害時等の安全性を加味して、そういう

のは入札にしなかったと聞いております。

１０年近くたちまして、まだ入札をしてい

る市は多くあるわけです。 

 本市として、そういうことを考えている

のかどうか、お教えいただけたらと思いま

す。 

 続きまして４番目、庁舎総合整備管理委

託料についてです。 

 本庁の点検作業なども、これは整備され

ているとのことです。先ほどの集会所にも

絡む中で、摂津市の本館は築年数が５０年

以上経過しております。本館も２０２０年

から検討を開始されていると公共施設等

総合管理計画の中には書いております。こ

れについても、現状の状況をお教えくださ

い。 

 続きまして５番目、車両点検業務につい

てです。 

 少しずれるかもしれませんが、今年、上

下水道部で車検切れとなっているものが

ありました。担当職員がその確認を失念し

ており、車検切れが起こったとのことです。

例えば、上下水道部から業務委託して、一

括管理する方法も一つあるのではないか

と思います。今後、そういう要請があれば、

やっていくことは可能なのかについて、お

教えていただけたらと思います。 

 続きまして６番目です。防災危機管理課

の中の犯罪被害者等支援事業についてで

す。 

 これ大阪市と摂津市が、この大阪府下に

おいては先進事例として取り入れられて

おります。大阪府下でも、これを条例化し

ようという流れがある中で、本市は一歩先

を行っていると認識しております。 

 運用の仕方について、例えば、職員一人

と警察ＯＢの方の二人体制をされている

とのことでした。話す側もしんどいとは思

うのですけど、聞く側もなかなか心づもり

の要る話じゃないかと思っております。必

要項目からチェックしてもらって、最初は

書類だけ出していただくとか、女性は女性

の方が対応するなど、そういったところの

検討はされたりしているのかどうか。人員

の配置の厳しさはあるとは思うんですが、

その辺のところをお教えいただきたいと

思っております。 

 続きまして７番目、防犯カメラ設置事業

についてです。 

 警察からは３５台の設置要望があった

が、２０台の設置にとどまったとのことで

した。私が聞きたかったのは、例えば自治

会からとかも要望があったと思います。地

域からの要望も合わせたらどれぐらいあ

ったのか、一度お教えいただきたいと思い

ます。 

 それと、一度設置するとリース料がかか

ってくると思います。そのランニングコス

トは、決算で約６０５万円となっておりま

す。そのランニングコストが、内訳でどれ

だけかかってきているのか、お教えいただ

きたいと思います。 

 続きまして８番目、６０ページ、財政調

整基金積立金に関してです。 

 中期財政見通しについて、かなり厳しめ

とおっしゃられております。確かに、なか

なか厳しめにつくっていることは私も理

解できます。一方で、先ほどからあります

庁舎建て直しの施設の更新費用であると

か、下水道の更新費用、下水道と上水道を

合わせて２０億円以上、一般会計から入っ

ております。 

 そういったところがこの中期財政見通

しには入っていない中で、そういうところ

も注視していっていただかないといけな
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いと思っております。 

 だからこそ、しっかりと計画をつくって

いただくよう、こちらも要望にとどめてお

きます。 

 続きまして９番目、公共施設整備基金積

立金に関してです。 

 利子とのことでご説明いただきました。

今までの分を見ていくと９５％ぐらいの

中、２０％近く差異があります。積立金が

そもそも少なかったのかどうか、お教えい

ただきたいと思います。 

 １０番目、減債基金の分です。 

 先ほど塚本委員の質問でもありました

が、臨時財政対策債の分に関しては、後々

のことを考えて借りられているとのこと

でした。こちらも減債基金だと思いますか

ら、土地開発の部分でしっかり使わないと

いけないのは私たちも補正のときに賛成

していることもあり理解はしております。

しっかりとこれから未来に向けて、ためて

いっていただきたいと思います。京都市み

たいに、積立金を全部切り崩して、一般会

計に回すような、そういった事態にだけは

ならないように、しっかりと計画性持って

いっていただきたいと思います。これも要

望で終わります。 

 続きまして１１番目、道路交通課、道路

反射鏡設置事業についてです。 

 ２５件の要望があったとのことでした。

設置実績については、もう一度教えてくだ

さい。 

 続きまして１２番目、都市再生地籍調査

事業について、内容のご説明をいただきま

した。道路との境界、民間との境界を調査

しているとの内容です。現状、大体どれぐ

らい調査するところが残っていて、令和３

年度と過去の比較で結構ですので、現状

何％処理していただいているのか、それに

ついて説明お願いいたします。 

 続きまして１３番目です。市内環境維持

事業について、河川の分で、府から委託を

受けて、市が掃除しているとのことです。

ただ、府の委託の部分で足りていないとこ

ろは市が負担して、やられているとのこと

でした。 

 これは特に夏場においてはいたちごっ

こでございまして、我々議員もよく要望を

受ける中で、切れども切れども生えてくる。

すぐ生えてくる中で、なかなか頭を悩ます

部分だと思います。府は、あまり予算もく

れない中で、なかなかしんどい部分は重々

理解しております。清掃の仕方に関して、

例えば道路は、隙間に生えている雑草だと

かでありますと、先進事例では、熱湯処理

の方法が出てきております。熱湯をかけて

根から腐らすので、なかなか生えてこない

という方法です。従来のただ手で切るよう

な手法、機械を使っての手法以外の先進的

な手法は検討などされているのかどうか、

お教えいただきたいと思います。 

 続きまして１４番目です。道路交通課の

交通バリアフリーに関してです。段差の解

消などをやられたとのことです。これも、

どれだけの部分をやらないといけないと

思っているのか。そして、どれだけの実績

として、今のところ終わっているのか、も

し分かればお教えいただきたいと思いま

す。 

 続きまして１５番目、未就学児移動経路

対策事業についてです。こちらも痛ましい

事件があった中で、歩道のたまりにおいて、

市としても対策をされているとのことで

す。やり方については理解いたしました。

実績について、こちらもお教えいただきた

いと思います。 

 続きまして１６番目、千里丘東５４号線
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の部分に関して、歩道を広げたという説明

をいただきました。言われている部分は、

かなり歩道も狭くて危なく、そして近年、

交通量がふえているように見受けられま

す。 

 その中で、道路が細いためにゆっくり走

ることによって、途中で赤信号になってし

まい、トンネルの中で立ち往生してしまう

車が多く見受けられます。 

 そういうこともあるので、この道路幅を

広げるべきと感じています。警察との協議

もずっとされているとは聞いております。

現状の見解について、お教えいただきたい

と思います。 

 そして１７番目、特定空家対策事務事業

についてです。 

 これは、なかなか難しい作業で、一般質

問でも、他の議員から質問をされておりま

す。空き家について、もう所有者が変わっ

ていて、なかなか追いかけられないという

ことは、理解できます。 

 ただ、その中で私も相談を受けたことが

ありますのは、台風でいろんなものが飛ん

できたりとか、近隣の住民の方に被害が及

ぶということ、それ以外の部分に関しても

多くあると思います。なかなか難しいこと

ではあります。対策ということでなかなか

動きが取れていないのがこの執行率から

見て取れます。何か対策を考えていらっし

ゃるのか、２回目お教えいただきたいと思

います。 

 続きまして１８番目です。多世代同居・

近居支援事業についてです。 

 執行率が１００％近くになっており、予

算として足らなかったのではないかとい

うのが私の意図する質問でした。 

 補正予算を組んでいて１００％近いの

であれば理解でます。補正予算を組んでい

ないのに１００％近いということは、待っ

てもらった方がいるんじゃないかと思っ

ています。その辺について２回目、もう少

し詳しくお教えいただきたいと思います。 

 続きまして１９番目、水みどり課の部分

になります。 

 花壇等の維持管理充実事業についてで

す。市と民間の割合が、市が約２３％、民

間が約７７％と答弁いただきました。ほと

んどの部分が、民間の方に頼っている状況

になっていると思います。少子高齢化社会

の中で、民間の人から手放したいという意

見も聴くようになってきました。そういう

意見が、実際のところふえているのかどう

か。令和３年度の実績で結構ですので、そ

ういう話があったのかどうか教えてくだ

さい。また、例えば、市が全部いつか請け

負わないといけない状況が来るかもしれ

ない中で、そういうことはできるのかどう

か。見通しに関しても、お教えていただけ

たらと思います。 

 続きまして２０番目です。ちびっこ広場

の自治会運営についてです。 

 ９７か所ある部分の８３か所、大部分が

自治会の運営に任せられているとのこと

でした。自治会の加入率はどんどん低下し

ていく中で、ちびっこ広場の運営、清掃を

自治会に任せていくのも、なかなか厳しい

ものがあるのではないかと、危惧しており

ます。 

 それも先ほどの質問とかぶりますが、こ

ういった相談は実際、令和３年度あったの

かどうか、そういう話があったのかどうか、

お教えいただきたいと思います。 

 続きまして２１番目、最後の質問でござ

います。水路台帳作成業務委託料について

です。 

 昭和５９年に作成したままで止まって
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いたものが、この令和４年度にかけてしっ

かりと作成していくとのことでした。こち

らに関しては、もう本当にやっていただき

たいということだけです。 

 所有者が不明で、誰が管理していいのか

が分からない水路が多くあります。水路と

川と下水道については、全て三位一体とな

ってやらないと、なかなか排水は追いつか

ないと聞いております。実際問題、話を聞

いていますと、川の水路が止まる、水位が

上がると農水路に逆流してくる中、本当に

鳥飼地域、それで大丈夫なのか危惧してお

ります。 

 水路は本当に、もめごとの多いところで

す。所有者がいない、誰か分からないとい

うのは本当に不動産業界とかでもよくあ

る話で、権利の投げ合いというか、本当に

ある中で大変厳しいとは思います。８割方

は調査が進んでいらっしゃるとのことで、

こちらに関しては本当にありがたいと思

っております。これも要望で終わりますが、

しっかりとやっていただくようお願いし

たいと思います。 

 ２回目、以上です。 

○三好義治委員長 森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 それでは質問番号

２番、市立集会所管理事業の２回目のご質

問にご答弁申し上げます。 

 委員がご指摘のとおり、市内に点在しま

す４９か所の集会所においては、その多く

が建設から３０年、あるいは４０年以上経

過しております。老朽化が進んでおります

が、施設点検時において必要なメンテナン

スは随時行い、安全性を保つための維持管

理には努めてきたところでございます。 

 ただ、利用者の安全面を第一に考えます

と耐震工事、あるいは耐震改修が望ましい

と考えます。多額の財源を要することや、

公共施設等総合管理計画でお示ししてお

ります施設再編の考え方に照らし合わせ

て今後、２００平米以上の周辺公共施設が

再編、あるいは集約化を検討される際に、

該当する集会所につきましては地域のご

意見、ご意向を踏まえながら、各集会所の

方向性を見定めていきたいと考えており

ます。 

 続きまして質問番号３番、庁舎管理事業

の光熱水費に係る電力の自由化に関する

ご質問でございます。 

 委員がご指摘のとおり、１０年ほど前の

平成２５年に庁内でも、この電力の自由化

については議論がなされたものと聞き及

んでおります。その際の判断材料として、

やはり災害時における電力の復旧の部分

があったとも聞いております。 

 電力の自由化につきましては、庁舎管理

の部分からは範疇を大きく超えているよ

うにも感じます。まずもって現在、市とし

て防災危機管理の観点を強く打ち出しな

がら、各施策が展開されていることから、

災害対策本部が設置される予定である本

庁におきましても、災害時の電力復旧の担

保は大きな要素であると認識しておりま

す。 

 その一方で、電力の自由化に踏み切り、

そのメリット・デメリットを享受した自治

体があることもまた事実でございます。資

産活用課としましては、まずは、このＥＳ

ＣＯ事業を基に、電力の削減・省エネを図

りながら、令和９年度までの推進をしてい

きたいと考えております。 

 続きまして質問番号４番、庁舎管理事業

における本館の考え方についてでござい

ます。 

 委員がご指摘のとおり、法定耐用年数の

５０年を経過した本庁本館であるため、新
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館や東別館との関係性を考慮し、先ほど申

し上げましたＥＳＣＯ事業の契約期限で

ある令和９年度までに建て替え等を踏ま

えた方針を決定する必要があるものと認

識しております。 

 続きまして質問番号５番、車両管理事業

における上下水道部の件に係るご質問で

ございます。 

 市長部局における公用車は９０台で、日

常的な整備点検はもとより、車検及び定期

点検の一覧を作成し、適正に管理はしてお

ります。 

 この一元管理についてでございます。本

市においては、市長部局、消防本部、上下

水道部の３部局に分かれて現在、車両管理

を行っております。 

 一元化という考え方もございますが、市

長部局においては、摂津市の公用車管理規

定に基づき整備士、正確には整備管理者を

配置しており、９０台という台数を考慮す

ると、効率的かつ適正かと考えております。 

 消防本部におきましては、整備管理者は

市長部局とも資格要件が異なることから、

また特殊車両も多く保有していることか

ら、市長部局と切り離して管理することが

望ましいと考えております。 

 上下水道部におきましても、事業所とし

ては、本庁とは位置づけが異なることもあ

り、管理上は、区分は分けるべきではない

かと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私からは、６番

目と７番目の２回目のご質問にご答弁申

し上げます。 

 まず６番目については、もう少し被害者

支援の申込み時に、プライバシーのことを

考えて対応できないかとのお問いであっ

たかと思います。 

 確かに、おっしゃられているとおり、被

害状況報告書を提出いただく。提出書類の

中身につきましては、警察署の受理の番号

を必ずつけていただくルールになってお

ります。なおかつ被害を受けたときの状況

を確認し、記載内容をお聞きするという流

れになっております。 

 ただ、それについては先ほど申し上げま

したように、個室、会議室の中でするため、

人の目に触れないよう、職員と専門員が対

応させてもらっている関係から、プライバ

シーは、ある程度図られておると考えてお

ります。 

 ただ、やはり市役所は目立つところであ

りますので、被害者本人から別の場所で対

応していただけないかとのご希望がござ

いましたら、場所は言えませんけれども、

そういう対応もさせてもらっているとこ

ろでございます。 

 対応につきましては、担当は現在、女性

の職員１名と専門員１名とで対応させて

いただいております。女性の被害者の方が

ご希望であれば、それは男性、女性にかか

わらず、対応させていただいているところ

でございます。 

 次に、７番目になります。 

 これについては、自治会からのご要望と

のことでございます。確かに直接我々が自

治会からお聞きするケースもございます

が、基本的には警察に要望を出しに行かれ

る状況でございまして、はっきりとした件

数は、現在つかめていない状況でございま

す。 

 それからランニングコストになります

けれども、これについてはリースの契約が

全体で１３０台ございます。契約はそれぞ

れ二つに分かれてありまして、３０台の契



- 33 - 

 

約と１００台の契約に分かれてございま

す。 

 この３０台の契約の１か月当たりの単

価が、６，６０６円でございます。また１

００台の契約が６，１２９円でございまし

て、今後の物価の変動等を加味しないで考

えますと、そんなに顕著な差はないと思い

ます。ですので、１台当たり大体６，００

０円程度ぐらいで推移するものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号９番の公共施

設整備基金の利子がどれぐらいだったの

かとのお問いでございます。公共施設整備

基金につきましては、１年間の定期預金に

て金融機関に預け入れをしております。そ

のことから利率につきましては、預け入れ

時期により変動がございます。 

 利子の金額といたしましては、令和元年

度が２１４万９，００６円、令和２年度が

７７万８，９３８円、令和３年度が４０万

４，３３７円であります。 

 令和３年度当初予算で、予算として見込

んだ利子の見込みとしましては同額、４０

万４，３３７円で、決算額も同額の４０万

４，３３７円でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１１番目の

２回目のお問いにお答えいたします。 

 道路反射鏡設置工事の部分で、新設の箇

所数でございます。こちらは、事務報告書

２７２ページに記載させていただいてお

ります２か所でございまして、場所は東別

府５丁目、鳥飼本町５丁目の２か所でござ

います。 

 なお、先ほど申し上げた市民要望につき

ましては、個人宅地からとか駐車場から公

道に出られるとの要望も多数ございます。

そういう中で設置基準に見合って、設置可

能な場所で設置をさせていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、１２番目の

２回目のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 現状の進捗率と過去の進捗率の比較で

ありました。これまで本市では平成１８年

より地籍調査に関する事業を進めており、

近年では正雀本町や学園町、鳥飼野々とい

った地域の一部で調査を実施しておりま

す。 

 令和３年度では、令和２年度に引き続き

新在家２丁目の一部地域０．０２３平方キ

ロメートルを対象に、調査を実施いたしま

した。 

 本事業の令和３年度末時点での進捗率

は８％で、平成２９年度末時点から直近で、

いいますと、平成２９年度末時点から２％

ほど進捗しております。大阪府域の進捗率

１０％と比較しても、おおむね平均的なも

のでございます。 

 続きまして１３番目、２回目のご質問に

お答えさせていただきます。 

 市内環境維持事業において先進事例を

参考にする考えはあるかとのお問いだっ

たと思います。道路に関する除草は、先ほ

ども答弁させていただきました４件の委

託以外にもいろいろと行っておりまして、

土木維持作業における土木維持作業業務

委託においても定期的に除草を実施して

おります。 

 この中で除草時期につきましては、これ

までの実績を参考にパトロール等、雑草の

繁茂状況を確認しながら定期的に実施し

ておるところでございます。 
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 本委託での実際の作業につきましては、

肩掛け式の草刈りや手刈り作業などで行

っております。委員がご指摘のとおり、何

度も短期間に繰り返し除草が必要な場所

も多々ありますので、そういった場所につ

いては防草シートであったり、防草テープ、

あと真砂土を乾燥し、固化材と混合した自

然土の防草材といった材料を活用するな

ど、現在の委託の中においても除草の範囲

と回数を減らせるよう様々な方法を検討

し、実施しておるところでございます。 

 近年では、雑草の特性や性質を利用した

繁茂抑制技術など、新たな手法も登場して

いると聞いておりますので、委員からあり

ました方法も含め、今後も従来の除草方法

に捉われず、様々な除草方法を研究してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１４番目の

２回目のお問いに対してお答えいたしま

す。 

 交通バリアフリーの需要と実績でござ

います。こちらにつきましては、先ほど申

し上げましたとおり、交差点箇所の歩道横

断部と車道との段差解消でございまして、

全体１，０３４か所のうち、令和３年度に

おきまして８１５か所で、率にいたします

と７８．８％の整備状況になっております。 

 続きまして、１５番目の未就学児の移動

経路対策の部分についての実績のお問い

であったかと思います。令和３年度の工事

の内容につきましては、事務報告書２７４

ページに記載のとおりでございまして、区

画線工（カラー舗装含む）とさせていただ

いておりまして、あと車止めを６本、設置

をさせていただいているところでござい

ます。 

 続きまして１６番でございます。千里丘

東５４号線、竹の鼻ガードについての現状

の認識とのお問いであったかと思います。 

 こちらにつきましては、かなり竹の鼻ガ

ード自身が片側で、信号制御によりまして

交互に通行する形になっております。です

ので、青信号の状態で、かなり低速で進入

されると、委員がご指摘のとおり、対側の

信号で車が滞留してしまうようなトラブ

ルについて、我々も警察署からお聞きいた

しております。 

 この現状の中でどういうような改善が

できるかというところにつきましては、な

かなか物理的には非常に難しいところで

ございます。今後そういう進入される不慣

れな方については特に、非常に狭くて暗い

空間で走行されるため、不安な気持ちで進

入されるケースもあろうかと思います。そ

のため、事前に出入口のところに啓発看板

の設置など、そういうような対策について

また警察署と連携、協力しながら対応策を

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草建築課長。 

○江草建設部参事 １７番目の空家対策

の所有者調査の対応についてのご質問に

お答えさせていただきます。 

 委員がおっしゃられたとおり、登記簿謄

本等の調査により確認しても、当該家屋の

ままである状況が多く見受けられます。そ

のような場合につきましては、まず周囲の

聞き取り等も併せて実施します。また、こ

の空家法の中では、税情報について参照し

て、所有者、管理者等に接触することがで

きますので、そういうものも活用しながら

所有者と接触して、空き家の適正管理の指

導を行っているところです。 

 その状況でもまだ分からないものにつ
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きましては、令和３年度において実施の実

績がなかったので、３月の補正で減額した

んですけど、空家所有者等調査業務委託料

を計上しておりまして、そういうものに対

しましては司法書士に業務委託を行いま

して、戸籍調査等を実施しまして相続者等

を捜しまして、指導していく形を取ってい

くことになるものと思っております。 

 １８番目の多世代の支援事業について

です。この申請の件数を予測するのは、難

しいところであります。令和３年度につき

ましては、結果として１月中に予算を満了

してしまった状況でありまして、事業終了

の案内をさせていただいた方もいらっし

ゃる状況ではあります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、１９番目

の２回目のお問いにありました少子高齢

化などの理由により、市へ返還された花壇

の実績と今後の市の対応についてお答え

させていただきます。 

 令和３年度におきましては、花壇管理団

体から市へ花壇の返却などはなく、団体が

ふえたことにより管理花壇が３か所ふえ

ております。 

 実際に今後、花壇が返還されるとのお話

があった場合は、まず市といたしまして、

相談を受けた際には、すぐに活動をやめて

いただくことがないように活動方法の工

夫などについて十分お話しさせていただ

きたいと思っております。 

 その上で継続可能であるのか、継続が難

しいのか、そこを判断させていただいた上

で返還となれば、一時的には市で管理する

ことになります。緑化推進の事業を通じて

花壇を管理していただける団体をふやし

ていくことも進めておりますので、こうい

った中で団体がまた新しくできたのであ

れば、返還された花壇を新たに持っていた

だいて、できる限り花壇を減らさないよう

努めていきたいと考えております。 

 続きまして２０番目のご質問、ちびっこ

広場の管理です。高齢化などの理由により

管理できなくなったものが、令和３年度に

あったかにつきましては、自治会の解散に

よる団体が１団体ございました。それと、

活動団体縮小により継続が不可能との話

があったのは２団体で、結果として３団体

となっております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 まず一つ目、市立集会所

管理事業についてです。 

 これから考えていくとのことです。集会

所の建て直し等を一緒にすることによっ

て集約化すること等も考えていくとのこ

とです。現状、特に地震とか災害があった

場合は、集会所に避難される方が多い状況

があると思います。その中で集会所が耐震

補強をされているとはいえ、ほかの人の家

より耐震性において不安があるような建

物であれば、やはり安心感はないと思いま

す。建物自体は潰れなくても破片などが飛

んできたりして、二次災害、三次災害が起

こる可能性もあるんじゃないかと予想さ

れます。 

 なので、こちらに関しては、費用の面も

ありますので、なかなか厳しいものがある

のはすごく分かります。２０２０年にほと

んどのものが再検討に入っております。し

っかりと考えていって順を追って早急に

進めていただくよう、要望としておきます。 

 続きまして、庁舎管理事業の光熱水費に

ついてです。 

 資産活用課だけの話ではなく、全体とし
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て考えていただけたらと思います。いろい

ろ我々も要望をさせていただいておりま

すが、やはり予算がなければ執行できない

わけで、どこからお金を生み出すかという

と、やっぱり少しでも節約しないといけな

いわけです。 

 緊急性のないところも、市の管理してい

る部分ではあるとは思います。そういった

ところを部分的に入札することを他市で

はやっておりますので、そういうところも

考えていただいて少しでもお金を生み出

して、違うところに回す予算をつくってい

くのも考え方の一つではないかと思いま

す。まだまだ検討していただけたらと思い

ます。この質問は要望としておきます。 

 続きまして市庁舎、本館の部分で、令和

９年度までに本館をしっかり考えていく

ということです。代替場所もどうするのか、

なかなか担当者なら頭を悩ます部分だと

思います。 

 また、現状なかなか庁舎内の人もふえて

きまして、会議の場所が足らないであると

か、倉庫の場所が限られており、また臨時

の給付金関係については、いつも７階講堂

を使われているかと思います。 

 会議室の数も足らない、スペースも足ら

ないのは想像もつく中で、この本館の件は、

莫大な予算がかかるお話だと思います。今

後いろいろ考えていくということで、かな

り厳しい話にはなってくると思います。し

っかり令和９年度までに検討していくと

のことで、一年一年経過をお示しいただく

よう、これも要望としておきます。 

 西別館跡地です。類似の話にはなります

が、これもしっかりと考えていただくよう

要望しておきます。 

 続きまして車両点検業務についてです。 

 消防については特殊な作業があります

ので、仕方がないのかなと思います。 

 水道に関しては、業務提携の形でやって

も、問題はないのではないかと思います。

今は考えていないということです。検討し

て駄目だったというのは仕方がないので

すが、しっかり考えていただくよう要望と

しておきます。 

 続きまして犯罪被害者支援についてで

す。 

 男性は男性、女性は女性とのことです。

先ほども言いましたように、書いてもらう

ところが、事件を思い出すような文言を書

いていただかないといけないようなこと

が結構あるんじゃないのかと思います。そ

の辺は配慮されているとは思うんですが、

初対面の方にそれをお話しするのは、なか

なか勇気が要ることだと思います。 

 今後の運営の仕方、警察との連携という

のはすごく大事だとは思うんです。例えば、

今もやっていたら申し訳ないんですけど、

最初は封書で受付していただくとか、人と

人が会わないような状況をつくっていた

だく、そういうことを考えていただけたら

と思います。いろんな事件ありますので、

担当職員もなかなか負担のかかる作業で

はないかと考えております。 

 機械的というのは失礼かもしれません

が、できるだけ話す内容は極力減らしつつ、

臨機応変な対応できるよう、今後の運営と

いうのは要望しておきたいと思います。 

 続きまして防犯カメラの設置事業につ

いてです。 

 自治会からの要望は、ある程度あるが、

何件あるかは把握されていないとのこと

です。結構多くあると聞いています。結局

は警察の判断で、車が多く通るようなとこ

ろを中心に随時設置していただいている

状況は私も把握しております。実際の要望
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に対して設置台数は追いついていない状

況だと思います。 

 ここに関しても、またお金がかかること

で、時間もかかるかもしれませんが、でき

るだけ台数をふやしていただくよう、これ

も要望としておきます。 

 ９番目です。１０万円を足すことによっ

て執行率の差が生まれているとのことで

す。 

 ただ、１０万円を足していっているので、

執行率の差が生まれてきたと思います。そ

して、利子が減っているのは分かりますが、

積立金も減っていると思います。そこら辺

は先ほども言いましたが、各公共施設は、

建て替え時期が、すぐそこに迫っておりま

す。しっかりと積み立てていっていただい

て、未来を見据えた施策を打っていただき

たいと思いますので、要望としておきます。 

 続きまして反射鏡の実績について、２か

所ということでした。 

 市では基準を満たさないとつけられな

いところってあると思います。逆に言うと、

つけられないとこに勝手につけてはる人

もいると聞いています。ただ、それは費用

負担をしていただけていることだと思い

ます。設置について、メンテナンスはその

人に任せることになるかもしれませんが、

安全を担保したいということですので、相

談はしっかり乗っていただけるよう要望

しておきます。 

 続きまして都市再生地籍調査事業につ

いてです。 

 ８％の進捗率で、大阪府域の進捗率が１

０％とのことでした。これは特に大災害が

起きた際、建物がなくて境目が分からない

というときかに使われるという事業だと

聞いております。民民の話ではありますが、

民民でも勘違いして、自分のところだと思

ってらっしゃることが多くあると思いま

す。売ったり買ったりして、どんどんあや

ふやになっていく部分だと思っておりま

す。なかなか時間のかかる作業で、費用も

かかる作業なので、進捗率ってなかなか上

がりにくいのは分かります。しっかりと進

めていただくよう、これも要望としておき

ます。 

 市内環境維持事業についてです。 

 これに関しては、いろんな先進事例、し

っかりと入れて考えていただけるとのこ

となので安心しました。積極的に取り入れ

てほしいと思います。正直、市民の人はい

つ刈っているのか知りません。しっかりと

先進事例を入れていただいて、対策してい

ただくよう要望としておきます。 

 続きまして、交通バリアフリーと未就学

児の分は、一気に行きます。 

 需要と供給のバランスで、最終どこまで

やりたいかを聞きたかったのですけど、ま

た別で聞かせていただきたいと思います。

今回はとりあえず、これで終わらせておき

ます。 

 こちらの部分に関して、本当に安全・安

心の部分だと思いますので、しっかりとど

こまでやっていくのか計画を立てていた

だいて、そこらに対しての進捗管理はしっ

かりやっていただいて、進めていただくよ

う、これも二つまとめてですが、要望とし

ておきます。 

 続きまして千里丘東５４号の部分です。

なかなかしんどい部分あると思います。警

察とも随時話をされていて、信号の部分で

あるとか、考えていらっしゃるのは聞いて

います。それでも車がもう右も左も前も後

ろも行けないという状態になっているこ

とがあります。 

 信号の点灯の時間であるとか、その辺を
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しっかり考えていただいて、何かやり方が

ないのかどうか考えていただきたいです。

これも対策はなかなか難しいとこではあ

りますが、しっかりとやっていただくよう、

よろしくお願いいたします。要望としてお

きます。 

 続きまして１７番目の部分です。 

 特定空家対策事務事業についてです。こ

れは、なかなか厳しいという話で、私もな

かなか難しいとは思います。国の法律を変

えていただくのが先なのかなと思います。

もっともっと進めやすい法律に変えてい

ただかないと、なかなかしんどいのかなと

も思う部分はあります。そこの要望を含め

て、しっかりとやっていただくよう、これ

も要望としておきます。 

 １８番目、多世代同居・近居支援事業に

ついてです。 

 これは、はっきり言って１月で予算がな

くなったとのことです。令和４年度の現状

の執行率は今どうなっている状況なのか。

増額は多分できていないと思いますが、そ

の辺をお教えいただきたいと思います。 

 １９番目、花壇等の維持管理事業につい

てです。 

 ちびっこ広場に関しては自治会が解散

して、現状、市が受けたりしているという

話だったと思います。このようなことは、

今後どんどんふえてくると思います。実際

問題、公園を廃墟にするわけにはいかない

ので、市が受けないといけないわけで、代

替の団体を探されるとのことですが、それ

もなかなか難しいのではないかなと思い

ます。そうなってくると、もう市で受けな

いといけないわけで、また予算の問題が出

てくるわけです。 

 ただ、そういうところ、どうやっていく

のか。自治会はどんどん減っていく中で、

やっぱりそういうのも考えていかないと

いけないと思います。最終的には、やっぱ

りちょっと予算をふやさないといけない

のかを考える必要があると思いますので、

こちらも計画的にやっていただきたいと

思います。 

 進捗管理ではないですが、恐らくこれが

減っていくことを予想して、そのときはど

ういう対応をしていくのか、市としての運

営の仕方をどう変えていくのか、しっかり

進捗管理していただきたいと思いますの

で、要望としておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 １８番目の多世代同

居・近居の補助について、今年度の執行率

のお問いにお答えさせていただきます。 

 先ほども申し上げたように、この申請は、

予想するのが難しいというところがあり

ます。令和３年度までは比較的大規模なマ

ンション等の建築があって、その辺の供給

も多くあったところが、現在は落ち着いて

きております。 

 あと、例年申請の多い時期、これは新年

度、つまり年度替わりとか、あと夏休みの

長期休暇の前後、ここが多くなるとこでは

あります。現時点の執行状況につきまして

は、予算の約４分の３を少し超えた程度を

執行している状況であります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 予算の約４分の３を使

われているとのことで、ぎりぎり足りるの

か、足りないのかというところだと思いま

す。 

 今後については、しっかりと考えていた

だいて、また千里丘駅の西開発などのとき

に、需要はふえると思います。この制度を
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どこまでやられるのか分かりませんが、そ

の辺りの予算はしっかり考えていただい

て、予算組みしていただきたいです。せっ

かく摂津市に引っ越して来られても、補助

金をもらえないというのは、なかなか市の

サービスとしては不満を覚える点ではあ

ると思います。しっかりとやっていただく

よう要望して、私の質問を終わりたいと思

います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 では次に、村上委員。 

○村上英明委員 では、私からは決算書に

基づいて、質問させていただきたいと思っ

ております。 

 １点目が、決算書の２８ページのところ

で、歳入の部分です。本会議の中でも市税

の徴収率は９８．４％で３.１ポイントほ

どアップしたとのことがございました。 

 そういう中で、この市民税の個人の現年

課税分につきまして、当初予算よりも４億

６，７００万円ほどふえているとのことで

ございます。その増額となった要因と、そ

の辺りをどう認識しておられるのかお尋

ねさせていただきます。 

 ２点目が、決算書の２８ページの歳入の

部分で、市民税課になると思います。これ

も市民税の法人の滞納繰越分についてと

いうことで、当初予算よりも１億４，００

０万円ほど減額になりました。その減額と

なった要因と、それをどう分析されている

のか、１回目、お尋ねさせていただきます。 

 ３番目が決算書の２８ページ、歳入で市

民税課、軽自動車とか小型特殊自動車等々

の税収で、この現年課税分について、これ

も令和３年度当初予算よりも決算額のほ

うが若干増額になっております。その増額

となった要因について、お尋ねをさせてい

ただきます。 

 ４番目が決算書の３６ページ、これも歳

入で水みどり課、公園使用料で令和３年度

の当初から見れば、この決算額が大幅にふ

えて、約２０倍の増額になっていると思い

ます。その増額となった内容についてお尋

ねさせていただきます。 

 ５番目が決算書の５６ページ、歳入で、

防災危機管理課になると思います。 

 先ほど、午前中の補足説明のときにもあ

りましたように、指定寄附金の防災危機管

理課のところで、１７０万７，２８８円が

あります。指定とのことで、公益性が高い

ものに活用していくことが趣旨としてあ

ると思います。この指定寄附金、１７０万

円ほどの部分で、使用した内容と、その使

用したことについての認識をお尋ねさせ

ていただきます。 

 ６番目が５６ページの歳入のところで、

財政課になります。 

 先ほど基金のことでご質問がされてお

られました。私は全ての基金を含んで、全

体のことでお尋ねさせていただきます。当

初予算では２６億円ほどは計上されてお

られました。決算では１４億円ほどになっ

たということで、額とすれば、この１２億

円ほど歳入の部分で決算では減になって

いると認識しております。 

 ただ、この市債が２０億円ほどふえてい

ると思います。この基金全体の歳入歳出の

状況とこの決算を踏まえた認識をお尋ね

させていただきたいと思っています。 

 ７番目が、ここから歳出で、決算書の９

０ページのところです。防災危機管理課で、

先ほども質疑がございました防犯カメラ

のリース料の部分でございます。 

 先ほどの質疑を聞いていた中で、３５件

の要望があり、設置は２０台でありました。

要望と実施とで台数に差があるわけです
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が、この３５件の要望の中で、なぜ２０台

だったのかについて、その設置場所の選定

の考え方を１回目でお尋ねさせていただ

きます。 

 次に、８番目、決算書の９０ページのと

ころで、防災危機管理課の所管になります。

防犯灯設置工事について、当初予算では２

５０万円ですが、決算では１８０万円ほど

で、７割ぐらいの執行率になっていると思

います。 

 事務報告書を見ても新設が２３灯で、照

度アップが９灯でありました。この予算上、

執行率が７割程度になった内容と認識を

どのように持っておられるのかについて、

お尋ねさせていただきます。 

 ９番目、決算書の９８ページの市民税課

になります。 

 節１８、負担金の部分で、吹田地区税務

協議会負担金があります。金額的には当初

予算と決算、同じ３万４，０００円です。

この協議会の主な内容について、令和３年

度分でお尋ねさせていただきます。 

 １０番目が決算書の１００ページのと

ころで、納税課になると思います。コンビ

ニ収納代行業務委託料が計上されており

ます。当初予算からすれば、４万８，００

０円ほど決算がふえております。この代行

業務で４００万円ほど支出していること

について、どういう認識を持っておられる

のかお尋ねさせていただきます。 

 １１番目、決算書の１１０ページ、総務

課になると思います。節１の報酬で、統計

調査員報酬があります。この統計調査員報

酬のことでお尋ねさせていただきます。当

初予算のときには調査体制として指導員

が４名で、調査員が５４名の合計５８名で、

この調査をやっていきますとのことで、予

算審査のときに説明があったと記憶して

おります。 

 その中で結果といたしまして、事務報告

書において、指導員は同じ４名ですが、調

査員は４６名で１２名ほど減になってお

ります。その関係で、この予算も増減にな

っていると思います。この調査員の部分で

いくと、令和３年度当初予算から見て、決

算が１２４万円ほど減になっています。そ

の逆で会計年度任用職員は、当初予算より

も６０万円ぐらいがふえているとのこと

でございます。この調査体制で、総人数５

８名から結果は５０名ほどになったこと

で、その人数の減をどう認識しておられる

のかも含めて、会計年度任用職員の報酬が

ふえているということで、その関係性をご

答弁いただきたいと思います。 

 １２番目が１５８ページのところで、水

みどり課になると思います。節１８、負担

金で水路清掃負担金があります。これも当

初の予算からすれば、３分の１の１１３万

円ほど減額になっております。その減額と

なった理由についてお尋ねさせていただ

きます。 

 １３番目、決算書の１６４ページで、道

路交通課になると思います。修繕料が計上

されております。修繕料全体とすれば６，

１６７万円ほどになっております。私が聞

きたいのは、そのうち５００万５，０００

円を使っている道路反射鏡の定期修繕工

事についてです。この修繕内容と工期につ

いてです。工期が令和３年１０月から１２

月で工期設定されております。その工期の

設定の考え方についてお尋ねさせていた

だきます。 

 １４番目が決算書の１６６ページで、道

路交通課になると思います。 

 これも先ほどと同様の道路反射鏡の点

検補修委託料についてお尋ねします。事務
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報告書では、点検は４０５か所で上がって

います。 

 この中で、道路反射鏡の点検は、委託し

ている専門業者のみで行っているのかを

お尋ねをしたいと思います。それと、次年

度になるか分かりませんが、その点検結果

を業務にどう反映していくのか、お尋ねさ

せていただきます。 

 １５番目、決算書の１６６ページで、道

路交通課になります。もう一つの防犯カメ

ラリース料が、道路交通課で上がっている

と思います。これは自転車とか自動車、駐

車場のカメラだと思います。その中で令和

３年度の当初予算からすれば約半減とな

っている、その減額となった内容と、減額

になったことで、防犯をどう捉えておられ

るのか、お尋ねさせていただきます。 

 １６番目、決算書の１６６ページで、道

路交通課です。これも午前中に質疑があっ

たと思います。新型コロナウイルス感染症

対策公共交通運行継続支援金です。 

 令和２年度では、途中で補正予算を組ま

れて３５０万円ほどの計上でした。令和３

年度も補正で１，１４６万円ということで

ありますが、ほとんど執行されていると思

います。決算を迎えて、この継続支援金の

事業をどう認識されたのか、お尋ねさせて

いただきます。 

 １７番目、決算書の１７０ページ、水み

どり課になると思います。水位計設置工事

があります。当初予算どおりの５か所に設

置されたと報告を受けております。金額は、

当初予算では９５７万円ほどだったんで

すが、決算では６４５万円ということで、

３分の２ぐらいの執行率になっていると

思います。 

 その中で令和３年度は５か所設置され

ております。雨等々の排水の状況等に対し

て、どのような認識で５か所に設置された

のか、お尋ねさせていただきます。 

 １８番目、決算書の１７８ページ、資産

活用課になると思います。市営住宅の修繕

料がここに計上されております。当初予算

は２００万円で、決算が１３２万円ほどだ

と思います。この修繕の内容とまた件数に

ついて、１回目、お尋ねをさせていただき

ます。 

 １９番目、決算書の１８６ページ、防災

危機管理課になると思います。節１０の需

用費の中で消耗品費が計上されておりま

す。令和３年度の当初予算４７８万円から

決算では６１２万円に増額になっており

ます。この増額の内容について１回目、お

尋ねをさせていただきます。 

 ２０番目、１８８ページのところで、防

災危機管理課になります。節１２の委託料

で、摂津市防災ブック作成委託料が計上さ

れております。当初予算では６４２万円ほ

どですが、決算は２７９万円ほどで、約４

０％の減になっております。その減額とな

った内容と、この防災ブックを作成したこ

とについて、改めてこの認識をお尋ねさせ

ていただきます。 

 これが最後で、２１番目でございます。

１８８ページ、防災危機管理課になります。 

避難行動等検討業務委託料が計上されて

おります。令和３年度、当初予算では、な

かったと思います。決算では３９９万８，

５００円が計上されております。議事録を

読ませてもらうと、水害時に避難行動を要

する人数であるとか、避難所ごとの収容人

数の精査であるとか、また広域避難に関し

ての移動手段等々の検討であったと思い

ます。この委託をしている中で、どういう

検討をされていたのか、お尋ねさせていた

だきます。 



- 42 - 

 

 １回目、以上です。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４８分 休憩） 

（午後３時１３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にご答弁申し上げます。 

 質問番号１番、決算書２８ページ、個人

市民税の現年課税分の当初予算と決算で、

増額の要因と、どう見ているのかというご

質問でございました。 

 令和３年度の当初予算編成時期におき

ましては、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大の影響によりまして、景気の後退や

個人所得の減少を見込んでおりまして、そ

れが以前のリーマンショック時に匹敵す

るような減少になるであろうと予想して

おりましたので、４２億５，４９０万円の

予算計上としておりました。 

 しかしながら、個人市民税の現年課税に

おきましては、減額の影響が想定以下でご

ざいまして、増額となりました。令和３年

１２月末時点で調定額において、当初予算

額よりも大幅に増額となることが想定さ

れておりましたので、徴収率等も勘案しま

して、補正予算で４億円増額の４６億５，

４９０万円を現計予算額として計上を行

っていたところでございます。 

 当初、かなり減少があるものと想定して

おりましたが、影響が思ったよりも少ない

減少であったと見ております。 

 質問番号２番、決算書２８ページ、法人

市民税の滞納の繰越分についてでござい

ます。当初予算額と決算額で違いがありま

して、こちらは減額となっており、その要

因等につきましてのご質問でございまし

た。 

 法人市民税の滞納繰越分につきまして

は、令和２年度の新型コロナウイルス感染

症の感染拡大等の影響により、徴収猶予の

特例対応がございました。その対応で徴収

猶予分が繰り越しをされるため、令和３年

度の繰り越しの収納を見込んでおり、３億

５，８００万円の予算計上としておりまし

た。 

 しかしながら、令和３年度、収益の減な

どにより、令和２年度を大幅に下回る確定

申告をされました法人がありまして、そち

らの予定申告も含めた調定額が減額とな

りましたので、予算で計上しておりました

税額からは減収となったものでございま

す。 

 続きまして質問番号３番、決算書２８ペ

ージ、軽自動車税の現年課税の分でござい

ます。当初予算額と決算額で違いがありま

して、こちらが増額となっている要因とい

うことのお尋ねでございました。 

 軽自動車税の種別割につきましては、原

動機付自転車の登録台数は減少してきて

おりますが、軽自動車四輪の登録台数は増

加傾向にある状況がございます。当初予算

では、その増加分を見込んでいましたが、

結果として、当初予算で計上しておりまし

た１億２，４５０万円を上回る決算で、１

億３，１７８万２，５６１円となり、こち

らは当初見込んでおりました登録台数の

増、税額の増よりも上回った形となったも

のでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは４番目の

ご質問、公園使用料の増額についてお答え

いたします。 

 今回の大幅な増額理由といたしまして
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は、関西電力株式会社より、別府公園に隣

接する新別府ちびっこ広場内に建ってい

る送電用鉄塔の移設更新工事に伴い、別府

公園内の広場に現場事務所及び資材置場

として使用したい旨の占用申請がござい

ました。これを許可したことにより発生し

た、使用料でございます。なお、令和３年

４月１日より１年間の占用料として、８７

１万２，０００円を納付いただいておりま

す。 

 以上です。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私からは質問

番号５番の寄附金、指定寄附金を使用した

内容と認識についてご答弁申し上げます。 

 指定寄附金につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する事業に対し

て、個人、企業から３件の寄附を頂戴して

おり、決算概要３７ページにも記載してご

ざいます。その中で防災資機材及び備蓄用

品整備事業に寄附金を充当しております。

内容については、非接触型赤外線温度計な

どの新型コロナウイルス感染症対策器具

の購入に充てております。当時、新型コロ

ナウイルスの感染が非常に蔓延しており

ました状況の中で、市の喫緊の課題であっ

た感染防止対策、これに対して多大な貢献

をいただいたと認識しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号６番、基金全体

についてございます。基金繰入金について、

当初予算では約２６億円の部分が収入済

額で約１４億円となっている部分でござ

います。予算の計上時には約２６億円を計

上しておりましたが、実際には執行を行う

中で、歳出においての不用額等が発生いた

しますことから、基金繰入金としての収入

済額につきましては変わってまいります。 

 令和３年度の収入済額のほぼ全てが減

債基金から土地開発基金への積み替えを

行ったものでございます。このことから減

債基金につきましては約１４億円の減と

なっております。財政調整基金、減債基金、

公共施設整備基金の３基金の合計で申し

ますと、令和２年度末現在が約１４０億２，

８００万円のところが、令和３年度末現在

高といたしましては、約２，７００万円増

の約１４０億５，５００万円となっている

ものでございます。 

 財政調整基金につきましては、令和３年

度財政調整基金を取り崩すことなく、さら

に財政調整基金へ約１４億５，０００万円

の積み立てを行っております。これは将来

の財源不足を見越しまして、臨時財政対策

債を発行可能額、全額発行するなど、元金

償還金を超える市債発行を行い、財源を確

保することにより、財政調整基金の増額を

図ったものでございます。 

 現時点では、三つの基金残高が１４０億

５，５００万円ほどとなっております。今

後につきましては、中期財政見通しでもお

示しさせていただいておりますように、多

くの財政負担を伴う事業を見込んでおり

ますことから、令和４年度以降は、基金を

取り崩しながらの財政運営になると考え

ております。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私から７番目

の防犯カメラにつきまして答弁いたしま

す。摂津警察から３５台の要望を頂戴した

にもかかわらず、２０台に減らした理由に

ついてでございます。 

 防犯カメラにつきましては、まず摂津警

察とは当然協議をさせてはもらいます。し

かしながら、職員においても現場の調査は
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いたします。その中で例えば、交差点であ

りますと、ほとんどは信号柱がございまし

て、その信号柱に防犯カメラを共架するケ

ースがほとんどとなりますが、現場調査を

しまして、信号柱に共架できないケースと

いうのがございます。そうしますと、１か

所当たりの費用が高額になってくること

もありまして、こういった費用も勘案して、

精査した結果として２０台となっており

ます。 

 次に、防犯灯でございます。執行額に不

用額が出る理由と認識についてでござい

ます。防犯灯の設置工事につきましては、

自治会から、新規設置や照度アップのご要

望があれば、自治連合会総会の場で必要書

類をお配りして、申請いただくようにご案

内しております。 

 令和３年度の防犯灯設置工事の不用額

の要因としましては、世界的な新型コロナ

の影響によって昨年の秋以降に、ＬＥＤの

灯部に使用している半導体、これが入手困

難になりまして、各メーカーの製品が市場

から相当品薄になって電気業者も手に入

らない事態が起こりました。１回目の設置

工事については発注できましたが、２回目

の設置工事については発注ができなくな

ったということでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは市民税課に

係りますご質問、質問番号９番、決算書９

８ページ、吹田地区税務協議会の令和３年

度の主な内容につきましてご答弁申し上

げます。 

 吹田地区税務協議会につきましては、国、

大阪府、吹田市、摂津市の４会員で構成さ

れておりまして、税務行政運営上の連絡協

調を緊密にして、国税及び地方税を通じて、

業務行政の円滑かつ適正な実現を図るこ

とを目的としております。また、税を考え

る週間や確定申告についての広報活動な

ど、協力体制で事業活動を行っていくもの

でございます。 

 具体的には５月に定期総会がございま

して、１０月に幹事会、１２月に連絡会、

こちらにつきましては担当課長で出席さ

せていただいております。このうち、５月

の定期総会につきましては、新型コロナウ

イルス感染症感染拡大等の関係により書

面開催となりました。そのほか、１２月に

は、国税の主なもので、改正税法の研修、

これは担当者が出席している研修会がご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 南池課長。 

○南池納税課長 質問番号１０番、コンビ

ニ収納委託料、約４００万円に対する認識

のご質問だったかと思います。 

 コンビニ収納に関しましては、納付書の

バーコードを読み取ることによって、コン

ビニのレジで市税を納付できるものでご

ざいます。この委託に関してはコンビニ各

社から送られてくる公金を取りまとめて

本市に回送する業務を委託しております。 

 また、同じバーコードを利用して令和３

年度よりスマートフォン決済にも対応し

ております。令和３年度の実績といたしま

しては６万２，５９０件、金額にして１６

億６，０００万円ほどと多くの方にご利用

いただいております。 

 スマートフォン決済も併せて、市民サー

ビス及び徴収率の向上に大きく寄与して

いると考えております。委託料として４０

０万円と高額ではありますが、それ以上の

効果があるものと考えております。 

 以上です。 
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○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは質問番号１１

番、決算書１１０ページの統計調査員報酬

の減額と会計年度任用職員報酬の増額の

関係というお問いでございます。 

 統計調査員報酬が減少した理由としま

しては、２点ございます。 

 まず１点は、委員がおっしゃいましたよ

うに、調査員の人数が、当初の予定から４

６人に減少したことでございます。これは、

予算の編成時に国からの詳細の提示がご

ざいませんでしたので、前回調査の実績を

踏まえて少し多めに人数を設定しており

ました。実際に国の提示がありまして、４

６人と決定したものでございます。 

 もう１点は、令和３年に実施いたしまし

た経済センサス活動調査におきましては、

コロナ禍での調査でありまして、調査員の

仕事の内容に変更がございました。どうい

った変更かと申しますと、通常は調査票の

回収方法は、調査員が事業所に訪問して調

査票を回収する方法と事業所がインター

ネットで回答する方法がございます。コロ

ナの影響により、調査員が事業所を訪問し

ての調査票の回収を取りやめて、調査票を

郵送で提出してもらう方法に変更となり

ました。 

 こういったことで調査員の調査票回収

業務がなくなったため、その分、調査員の

報酬単価が減額となりましたことから、当

初の予算よりも大きく減少したものとな

っております。 

 次に、会計年度任用職員報酬が増加した

理由でございます。会計年度任用職員の任

用期間につきましては、当初は４月から調

査が一定落ち着く８月末までの予定でご

ざいましたが、１２月末まで任用期間を延

長したため報酬が増額となったものでご

ざいます。 

 なぜ任用期間を延長したかと申します

と、先ほど調査員が訪問して調査票を回収

する方法をやめて、調査票を郵送で提出し

てもらう方法に変更したと申しました。こ

ういったことにより対面での接触がなく

なって、調査票の未提出の事業所がふえ、

また、提出があっても未記入の調査票がふ

えるという状況になりました。これは本市

だけでなく全国的にこういう状況でござ

いました。こういったために国からは、未

提出の事業所に対しましては電話やはが

きで、調査への協力を呼びかけるようにと

の依頼がありました。 

 また、未記入の事業所に対しましては、

電話で内容等の問い合わせをするように

と、国から指示がございましたので、これ

らの追加業務に対応するため、会計年度任

用職員の任用期間を延長して業務に当た

ったものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは１２番目

のご質問、水路清掃負担金の減額理由につ

いてお答えいたします。 

 本負担金は、摂津市と協定を締結してお

ります地元水利組合など１４団体が市内

の農業用水路及び排水路を対象に実施さ

れる水路の清掃活動に対しまして、各団体

より請求があった場合において、協定に基

づき参加者数に応じた金額を支給してい

るものであります。 

 今回の減額理由といたしましては、本来

１４団体で活動していただいているとこ

ろでありますが、８団体の活動となり、こ

の理由としまして、新型コロナウイルス感

染拡大の影響が一番大きいところです。さ

らに、各団体の判断から清掃回数の減、清
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掃範囲の縮小など、あと参加人数、これも

制限していることもあり、請求金額が減っ

たものであります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、道路交通課

に係ります１３番目から１６番目の４点

のご質問にお答えいたします。 

 まず１３番目のお問いでございます。道

路反射鏡定期修繕、これの修繕料の内容と

工期設定の考え方というお問いであった

かと思います。 

 内容につきましては、前年度に行ってお

ります点検業務委託の結果を参考にいた

しまして、その修繕箇所を選定し、支柱や

電柱への強化金具の基礎となる部分から

道路反射鏡までの一式の取り替えをさせ

ていただいている内容でございます。工期

設定につきましても、大阪府が策定されて

おります積算基準にのっとりまして、その

工事規模によりまして、準備、片づけを含

めた形で施工に必要な日数、これを基に算

定しておる状況でございます。 

 次に、１４番目でございます。点検は専

門業者のみかとのお問いであったかと思

います。この点検補修業務委託につきまし

ては、交通安全施設、このカーブミラーも

しかりでございますが、その取り扱いに熟

知している専門業者がございまして、その

中から選定をいたしておるところでござ

います。支柱のさびや電柱の共架金具の劣

化の確認、道路反射鏡の見え方の確認、そ

れ以外に、角度の調整といった専門業者で

ないとできないような業務もございます

ので、実際この業務に関しましては３年周

期で点検業務を行っておるところでござ

います。 

 続きまして、１５番目の防犯カメラリー

ス料の減額の内容と、防犯の認識というお

問いでございます。この減額の内容といた

しましては、先ほど防災危機管理課長から

もありましたように、こちらは自転車・自

動車駐車場、この部分に関します防犯カメ

ラの設置をこのリース料で賄うところで、

入札の時期は早かったのですが、契約期間

が１０月以降となり、半分ぐらいが減額と

なったものでございます。 

 続きまして、防犯カメラの認識でござい

ますが、当然ながら自転車であったり自動

車の駐車場におきまして、この防犯カメラ

がこの犯罪発生抑制に寄与しているもの

と認識いたしております。 

 最後に、１６番目のお問いでございます。

新型コロナウイルス感染症対策公共交通

運行継続支援金の認識というお問いであ

ったかと思います。令和３年度につきまし

ては、先ほども答弁させていただきました

とおり、市内に営業路線を置くバス事業者

やタクシー事業者に対して、このコロナの

感染症防止と、運行継続の趣旨で財政支援

を行っております。交通事業者におきまし

ては、この支援金を活用して感染防止対策

を進めておられますので、利用者が安全に

公共交通を利用していただいているもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、１７番目

のご質問、令和３年度の水位計を５か所に

設置した認識について、ご答弁申し上げま

す。 

 水位計は、令和２年度から令和６年度末

までに水位の遠隔監視が必要な浸水防除

施設２３か所に対して、設置を進めており

ます。令和２年度におきましては、既に５

か所設置し、令和３年度につきましては、
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さらに５か所設置し、計１０か所が現在設

置されております。設置の選定の理由とし

ましては、浸水被害の影響が大きい箇所、

また、過去の経緯などを勘案しまして、そ

ういう場所と、あと職員が実際に水位を見

に行くとなれば、距離が離れて時間がかか

るような場所、こういったところを最優先

として設置していっております。 

 認識としまして、設置効果になるとは思

うのですが、この設置効果につきましては、

令和３年度では、大雨、豪雨による水路か

らの越水などがなかったことから、水位と

して異常なデータは出ておりませんでし

たので、データの蓄積は思うように進んで

おりません。ですが、水位監視自身は問題

なく行えておりますので、引き続き設置効

果につきましては検証を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 それでは、質問番号

１８番、決算書１７８ページの住宅管理費

における修善料についてご答弁申し上げ

ます。 

 こちらにつきましては、一津屋の第１団

地及び一津屋第２団地のそれぞれのガス

警報器及びアダプターの取替修繕による

ものでございます。内訳としましては、第

１団地は４０戸で、４８万２，２４０円、

第２団地が７０戸で８４万３，９２０円の

内訳となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私から、１９番

目の災害対策費、これの消耗品費の増額に

ついてのご質問に対してご答弁申し上げ

ます。 

 消耗品費につきましては、令和の３年度

補正予算（第３号）において、３５２万３，

０００円の増額補正によるものでござい

ます。これは災害時などの感染防止対策に

おける非接触型体温計や、抗原検査キット

の購入に充てるための予算の増額でござ

います。当初予算にこの補正額を加えます

と、８３０万６，０００円となり、予算の

流用や補正予算の減額と不用額を差し引

きまして、６１２万６，４１６円の決算額

となったものでございます。 

 次に、２０番目の防災ブック作成委託料、

この執行率のお問いでございました。これ

については、防災ブック作成の委託料、当

初からの１８３万２，０００円の減額につ

きましては、当初予算から７４万２，５０

０円を減額しておりまして、防災ブック全

戸配布業務委託料と、予算を二つに分けて、

防災ブックの作成委託料の不用額１０８

万９，９００円と、防災ブック全戸配布業

務委託料７４万２，５００円を合算した金

額でございます。 

 防災ブックでは、安威川、淀川氾濫によ

る水害による想定最大規模の浸水想定区

域で、浸水継続時間などの水害時の情報を

掲載したハザードマップに加えまして、縁

故避難、宿泊ホテルなどへの広域避難の確

保や、水害時に命を守る行動が取れるよう、

マイタイムラインの作成啓発などを掲載

し、防災知識の普及や水害リスクに対する

意識の向上を図るために全戸配布してお

ります。 

 最後に２１番目の避難行動等検討業務

委託料、この内容についてでございます。 

 避難行動等検討業務委託につきまして

は、先ほども申し上げましたように、淀川、

安威川の浸水想定区域図の整備に伴い、水

害時の避難方法等の見直しを行う必要が

ございました。このため、新たな洪水ハザ
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ードマップの作成、それから避難行動要支

援者を含めた小学校ごとの避難対象者の

把握、それと既存施設の避難可能施設と収

容可能人数の把握、新型コロナウイルスの

感染対策を踏まえた収容可能人数の把握

などを検討して、水害における避難の考え

方を整理しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ２回目は、質問なり要望

なりという項目がありますけども、よろし

くお願いいたします。 

 まず、１点目の個人市民税についてです。

先ほどのご説明で要因については、分かり

ました。令和３年度といえば、税はその前

年の所得で計算しますので、第１波から第

３波までの経済状況等との影響があって、

こういう増なり減なりがあったと思いま

す。ただ、この当初予算の設定の考え方で、

結果として増額になったということは、こ

の税の公平性というか、負担という面では、

よかったと思っております。 

 ２回目の質問といたしましては、次納税

課になると思います。この不納欠損で、個

人の不納欠損で３１万８，１６７円と、収

入未済額で６，６７７万３，５９８円が計

上されております。この不納欠損額や収入

未済額になることに対する市の対応につ

いて、どういう対応をされたのかをお尋ね

したいと思います。 

 ２番目、納税課になります。市民税の法

人で、この不納欠損が４５８万１，９２５

円、収入未済額が６１１万４，４０３円と

なっております。この不納欠損額や収入未

済額について、市はどういう対応されてこ

られたのか、２回目お尋ねしたいと思いま

す。 

 ３番目でございます。軽自動車税等々の

この現年課税分で、質問をさせていただき

ました。原付については減少傾向ではあっ

たけども、この軽自動車も含めて、これは

登録台数がふえてくるような方向という

ことで、この金額にも反映したと思います。

これも、納税課になると思います。収入未

済額が３３２万７，５３９円になっており

ますが、それに対する市の対応として、ど

うされてこられたのか、２回目お尋ねさせ

ていただきます。 

 ４番目の公園使用料につきましては、要

望とさせていただきます。この公園使用料

の増額については、関西電力の現場事務所

及び資材置場としての使用によりふえた

とのことでございました。この公園使用料

につきましては、私も一般質問等々でさせ

てはいただいてきました。やはりこの摂津

市の魅力、また、子育て世帯の方からの目

線としては、どうしても公園は外せません。

この決算内容を見ると、草刈りとか、枝剪

定等々も含めて９，０００万円ほどかかっ

ていたと思います。結構な額だと感じてい

ます。これからこの公園遊具の整備とかも

ありますし、また、この公園を使っていた

だけるような環境づくりの面でも、しっか

りと公園の管理を、また予算の件も含めて

考えていっていただきたいということで、

これは要望としておきます。 

 ５番目の指定寄附金、防災危機管理課の

分でございます。これも要望とさせてはい

ただきます。先ほどのご答弁からすれば、

この寄附者の思いというか、要望に沿った

ものということで認識はさせてはいただ

きました。コロナ関係については、どこで

収束するかはまだまだ見えない部分もあ

ります。やはりこういう指定寄附金は、こ

ういう形で使ってくださいという寄附者

の思いにしっかり応えていくべきだと思
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います。これからこのお金の使い方を、ま

たその寄附者の思いに応えられる内容で

使っていただきたいということで、要望と

しておきたいと思います。 

 ６番目の基金でございます。この財政調

整基金、ほぼ温存されるとのことでござい

ました。今後の公共施設の建物関係や、

様々な形でこれからお金も必要になって

くる長期的なものもございます。また、今

後の味生公民館の建て替え云々の部分も

出てくると思います。令和３年度でも結構

起債をされましたので、そういう部分での

償還の面も含めて、財政運営はこれからま

たしっかりとやっていかなければいけな

いと思います。これからちゃんとこの基金

の取り扱い、歳入と歳出の部分をしっかり

と計画を組んでやっていっていただきた

いと思います。この令和３年度の決算を見

まして、今まで市債はどんどん減らしてき

た傾向が数年続いておりました。令和３年

度では私の見たところ、２０億円ぐらい総

額としてふえておりますので、それが基金

の温存というか、これから将来的な投資も

含めて、しっかりとこの計画性を持った取

り扱いをまたお願いしたいということで、

要望としておきたいと思います。 

 ７番目の防犯カメラでございます。先ほ

ど警察との協議や職員の現地調査等々も

含めてこの設置場所の選定をされていま

すということでございました。三好俊範委

員からもありましたように、自治会の要望

等々もあると思います。私も何人かの方か

らも住宅街の中でも、この防犯カメラの設

置はどうだろうとの質問も受けておりま

す。例えば、２回目の質問で、地域から直

接、市にこの防犯カメラ設置で要望された

ときにはどういう対応されるのかも含め

て、ご答弁をお願いしたいと思います。 

 ８番目、防犯灯の設置工事の部分でござ

います。この防犯灯につきましては、半導

体の材料が入ってこなかったことも含め

て、１回目は契約したけども、２回目の部

分で発注ができなかったとのことでござ

いました。２回目の質問として、２回目に

発注できなかった分をどこでどう対応さ

れていかれたのか、お尋ねしたいと思いま

す。また、この防犯灯の設置工事というの

は大概１１月か１２月ぐらいになってか

ら契約されているのが、ここ数年の現状だ

ったと思います。ということであれば、自

治会等々からは５月末ぐらいをめどにし

て、申し込みの締め切りをされていると思

います。それが約半年ぐらいたってやっと

ということなので、それをもう少し早くで

きないかというお話もございますので、そ

の辺がどうできるのか、対応が可能なのか

も含めて、２回目にお考えをお尋ねさせて

いただきます。 

 ９番目、市民税課の部分でございます。

吹田地区の税務協議会の負担金の件でご

ざいます。協議会の内容については、理解

をさせていただきました。 

 ２回目の質問といたしまして、これまで

全国地方税務協議会が旧の組織としてあ

ったと思います。その中で、令和３年度と

して、このスキル向上とか人事異動等々で

初めて税務に携われる方等々への対応と

して、この研修をどういう形でされてこら

れたのか、２回目でお尋ねさせていただき

たいと思います。ただ、事務報告書等々に

おきましては、職員研修として実施されて

いる部分も記載をされておられました。改

めてこのスキル向上の部分も含めて、どう

いう研修が令和３年度にあったのか、２回

目でお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 
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 １０番目のコンビニ収納代行業務委託

料については、要望とさせてはいただきま

す。令和３年度からも含めて、このスマホ

決済を導入されてきたということで、市民

の方からすれば納付しやすい状況をつく

っていただいているのは、市民の方からも

お声を聞きます。やはりより身近なコンビ

ニで納付ができる、そういう利便性の向上

はかなり摂津市としても力を入れていた

だいていると思います。より市民の方が納

付しやすい状況を、これからもつくってい

ただきたいと思いますので、要望としてお

きます。 

 １１番目の統計調査の件でございます。

経済センサスのことでの調査でございま

した。令和３年度で行ったこの調査を、今

後どういう形で摂津市として活用されて

いくのか、その活用方法についてお尋ねさ

せていただきます。 

 １２番目でございます。水みどり課の水

路清掃負担金で、先ほどの答弁の中で実施

団体が１４から８団体に減ったと、あと、

回数なり範囲が減少しましたということ

でございました。２回目の質問で、この清

掃の箇所数や、延長といったものはどれだ

けあるのか、お尋ねさせていただきます。 

 １３番目、道路交通課の修繕料で、道路

反射鏡でございます。先ほどもこの修繕の

中身については、ご説明で分かりました。

この修繕はこれからしっかりと修繕して

管理面は高めていただくということで、お

願いをしまして、要望としておきます。 

 １４番目、質問させていただきます。こ

の道路反射鏡の点検保守委託料で、先ほど

のご説明では、専門業者のみでやっている

とか、令和３年度で点数を検査できるよう

な体制を組んでいますとのことであった

かと思います。ただ、この路面反射鏡点検

保守委託料、契約期間が令和４年２月の２

日から令和４年３月２５日で、本当に年度

末にこの点検をされておると思います。先

ほどの１３番目の質問の修繕と絡めて、例

えばこの点検をしたら即修繕ができるよ

うな、この契約を別々でするのではなくて、

修繕と点検を一体化したような契約が、令

和３年度の取り組みとしてできなかった

のかなと私は思います。ということは、契

約する会社が減ってくれば、逆にそれに伴

う間接経費関係が重複して、それも削減で

きるのではないかと思います。この点検と

修繕の一体契約というものの考え方につ

いて、２回目にお尋ねさせていただきます。 

 １５番目の道路交通課の防犯カメラリ

ースの件でございます。これは自転車・自

動車駐車場のカメラということで、契約期

間が１０月以降だったから、半分になった

とのことでした。この防犯カメラは、やは

り何かの有事があったときにも使えます。

ただ、その前段でやっぱり防犯意識を高め

ていただくというか、抑止力というのはや

っぱり出てくると思います。そういう意味

ではこの契約も含めて早くやっていただ

くことも含めて、そしてまた、これがしっ

かりと作動していくために点検、そして維

持管理も含めてやっていっていただきた

いということで、要望としておきます。 

 １６番目の新型コロナウイルス感染症

対策公共交通運行継続支援金の件でござ

います。これは、この令和２年度、令和３

年度で実施をされてこられました。ご答弁

でもありましたように、運行継続に対して

補助していくこと、また、車内の感染防止

対策、防護シートなども含めての補助であ

ります。ニュースでも出ておりましたけど、

今後も公共交通はテレワークの定着で人

がどんどん減るようなニュースもござい
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ました。ただ、今摂津市内のＪＲ千里丘駅、

正雀駅の方面も自転車の駐輪場が結構満

車になっているような状況ですので、そう

いう意味では、通勤などで駅を使っている

人の動きは、コロナ前とそんなに大差がな

くなってきていると思います。車を手放さ

れたご高齢の方などは、この公共交通が本

当に必要なものであると思います。市民の

方からは、この摂津市は大阪市内にも行け

るし、近畿自動車道に乗れるし、名神高速

道路にも乗れるし、中国自動車道にもそん

なに遠くはないので便利なところだけれ

ども、車を手放してしまった途端に、移動

手段は本当になくなってしまうとお聞き

します。これからこの公共交通について、

しっかりと市内全体も見ていただいて、取

り組んでいっていただきたいということ

で、要望としておきたいと思います。 

 １７番目の水位計設置工事の件でござ

います。箇所数については、令和２年５か

所、令和３年５か所、合計今１０か所につ

けているとのことです。トータル的には２

３か所まで目指していますということで

あったと思います。この水位計が、リアル

タイムで分かる、現場に行かなくても分か

るということも含めて、やはりこれが地域

の防災、災害面にも生かせるものだと思い

ます。逆に要望としておきたいと思います

が、災害面としてこの水位計を使っていく

とのことで、やはり令和６年度で２３か所

と言わずに、もっと前倒しをして、早めに

つけていくのが必要だと思いますので、こ

れは要望としておきます。 

 １８番目の市営住宅の修繕料の件でご

ざいます。２回目で質問させていただきた

いのは、この市営住宅の件で鳥飼八町団地

を政策空家として令和３年度は３戸ある

ということが事務報告に記載されていた

と思います。これからこの政策空家への入

居要望とかいろいろとあると思いますが、

おおむねこの３戸を、政策空家として考え

ておられるのかを質問させていただきた

いと思います。ただ、この鳥飼八町団地は、

管理を開始してからもう４７年経過して

おり、３年ほど前の火事により、この政策

空家に入られた方もおられます。やっぱり

火事があったというのはもう当日なり翌

日に入居という状況にもなります。ただ、

雨漏りの関係などで、ご意見ももらったり

もしております。その辺の政策空家の管理

をどうこれからもされていくのか、お尋ね

させていただきます。 

 １９番目の消耗品費の件でございます。

この消耗品費につきましては、自主防災組

織の支援経費という面も含んでいたと思

います。その中で執行率がこの令和３年度

はゼロだったと思います。要は自主防災訓

練がなかったと思います。令和３年度がそ

ういう状況になったことを踏まえて、この

自主防災組織への支援をどう考えておら

れるのか、２回目でお尋ねさせていただき

ます。 

 ２０番目の摂津市の防災ブックでござ

います。今後の活用等々も含めて、水害で

使うとか、マイタイムラインで使っていく

とご説明もございました。市民の方や事業

者等々がマイタイムラインの認識を高め

ていただけるような取り組みも、これから

必要だと思います。その辺の取り組みをお

願いしまして、要望としておきたいと思い

ます。 

 ２１番目でございます。避難行動等検討

業務委託料がありました。これについては

先ほどのご答弁のとおり、新たな避難行動

であることも含めて、この中でされたとの

ことでございます。その中でも避難所の収
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容人数も精査をされたとお聞きをしてお

ります。ある講演を聞いた中で、コロナで

今までの収容人数を４分の１に制限する

ようなこともあるようです。例えば、収容

人数はもう満杯になりましたけども、そこ

に避難をされて来られた方をどうしたら

よいのかということがあります。とりあえ

ずコロナは感染の危険もあるけども、やは

りこの水害とか地震で、とにかく命を第一

に守るという面では、この収容人数に関係

なく受け入れたほうがいいというご意見

もございました。収容人数はありますが、

やはり命を守る観点で避難所の人数を考

えていくと、そして感染症対策も考えてい

くべきです。その辺りの避難所の運営の在

り方を、これからまたしっかりと考えてい

っていただきたいということで、この件は

要望としておきます。 

 ２回目、以上でございます。 

○三好義治委員長 南池課長。 

○南池納税課長 では、２回目のご質問に

答弁いたします。 

 質問番号１番から３番です。一部共通す

る部分がありますので、まとめて答弁させ

ていただきます。まず不納欠損について、

個人住民税現年度の不納欠損についてで

す。内容といたしましては、本人が亡くな

れて相続調査を行った結果、相続人がいら

っしゃらない、もしくは相続人全員が相続

放棄をされていたものでございます。法人

市民税の滞納繰越分の不納欠損について

は、破産や解散等により消滅した法人によ

るものです。 

 次に、収入未済額に関してです。こちら

は個人市民税に関しては、やはり個人事業

主の方や退職された方です。収入の変動が

大きかった方が多くを占めている状況か

と思われます。法人市民税については、中

小企業等がほとんどでございまして、いず

れも新型コロナウイルスの影響が少なか

らずあると考えております。 

 その不納欠損であったり、収入未済額へ

の対応でございます。納税は憲法に定めら

れた国民の義務でもございまして、あと納

期内納税いただいている方との公平性を

保つためにも、収入未済額や不納欠損額は

最小限に抑える必要があると考えており

ます。 

 これまでコールセンターによる納付勧

奨でありますとか、より効率的な実態調査

などの取り組みもしてきました。その成果

もあって滞納額としては年々減少傾向に

ございます。ただ一方では、コロナの影響

なども考える必要がありますので、差し押

さえ等により生活を逼迫させることがな

いよう、今後もよりきめ細やかで、かつ効

率的に納税事務を進めて、不納欠損であり

ますとか収入未済額を縮減できるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 私から村上委

員の７番目の質問にご答弁をさせていた

だきます。 

 地域からの設置要望の対応についてで

ございます。これについては、お住まいの

地域の中で、人がたむろして夜道が危ない

とのことで、カメラを設置してもらいたい

などの要望を頂戴することは市でもござ

います。その中で、防犯カメラの設置に対

する、貴重な意見として我々としては、ま

ずは警察に協議をさせてもらう。警察は専

門家でもございますので、その有効性につ

いても協議を進めておるところでござい

ます。また、設置場所については、やっぱ

り個人のプライバシーの関係もございま
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すので、そういったことも確認しながら、

優先順位を含め総合的に判断してまいり

たいと考えております。 

 次に、防犯灯設置工事の８番目のご質問

にご答弁を申し上げます。 

 これについては、昨年度半導体の影響で

ＬＥＤ灯が品薄になりまして、発注できな

かったと先ほどご説明させてもらいまし

た。今年度に入りまして、６月に発注でき

なかった防犯灯について９灯の分は発注

いたしております。今年も１２月ぐらいの

発注を予定しており、自治会の要望から発

注までの流れにつきましては、５月末まで

に自治会から要望を受け付けます。それか

ら６月に設置箇所の要望の取りまとめを

行いまして、７月から８月にかけて昼夜間

による現地調査を実施いたします。その後、

関電柱やＮＴＴ柱、こういったところにＬ

ＥＤ灯が共架できないか、もちろん電柱所

有者である関西電力とＮＴＴと協議いた

します。その後の９月から１０月にかけて

はメーカー等からの見積を徴取して、設計

書の作成に入ってまいります。１１月には

設計書の庁内審査を経由して入札手続を

行って、業者決定が１２月ぐらいになる流

れでございます。防犯灯の設置工事の早期

発注については、全ての工程のほとんどを

職員１名が担当しております。その他の業

務と並行しての作業となりますことから、

なかなか困難なところが多くございます。

ただ、防犯灯設置は犯罪の抑止にもなりま

すので、可能な限り早期に発注できるよう、

作業工程をもう一度点検して検討してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

かかります質問番号９番、令和３年度市民

税課でどういったスキルアップに係る研

修があったかとのご質問にご答弁申し上

げます。 

 令和３年度には職員のスキルアップの

ための研修といたしまして、住民税の課税

事務の研修が開催されたものに職員を受

講させております。内容といたしましては、

主催者が大阪府市町村振興協会、通称マッ

セＯＳＡＫＡでございます。そちらの研修

に１名、また別の研修で、一般社団法人日

本経営協会が主催者となっております住

民税の課税実務と、こちらは個人住民税と

法人住民税でございますので、それぞれ１

名ずつ受講しております。また、基本のこ

の課税実務に加えまして、事例演習による

住民税課税の実務という、もう一つレベル

がアップした中級編がございますので、そ

ちらにも１名受講で研修に参加しており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、質問番号１１

番、経済センサス活動調査の結果の活用と

いうお問いでございます。 

 経済センサス活動調査の結果は、国の各

種行政施策をはじめ地方公共団体の各種

行政施策、例えば地域の産業振興や、商店

街や中心市街地の活性化のための施策な

どの基礎資料として利用されることとな

っております。 

本市での活用でございます。当然総務課

としましては、今後統計要覧にその結果を

盛り込んでまいります。それ以外にも、行

政には様々な分野がございまして、それぞ

れの分野で計画の策定だとか企画立案な

どが行われております。その際には、様々

な統計資料を参考にされることと思いま

す。そのうちの一つとして、経済センサス
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活動調査の結果も参考にされることと思

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、１２番目

のご質問の２回目、清掃活動の箇所数と延

長についてご答弁申し上げます。 

 この清掃していただく箇所、延長は、各

団体で決めていただいているところがあ

りますので、毎年によって変わっておりま

す。このことから、固定された箇所数、延

長ということはお答えできませんが、令和

３年度におきまして申し上げますと、申請

箇所としてありました数としましては５

５か所、延長としましては延べの延長とな

りますが、約１２．５キロ清掃をしていた

だいております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１４番目の

２回目のお問いに対してお答えいたしま

す。 

 道路反射鏡の点検と修繕を一体にでき

なかったのかというお問いであったかと

思います。令和３年度につきまして、保守

点検に関しましては委託料で執行をさせ

ていただいております。劣化の状況であっ

たり、修繕が必要な部分については修繕料

というあてがいの仕方をさせていただい

ておりますので、予算の仕分け上、なかな

か令和３年度は難しかったと考えており

ます。ただ、令和４年度も同じ費目の構成

の考え方になっておりますので、今後、委

員がご指摘の内容を踏まえまして、一度ま

た近隣他市も同様なカーブミラーの扱い

をされているのかどうか、その辺り調査を

させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 １９番目の２

回目の質問にご答弁申し上げます。 

 自主防災組織への支援の今後の考え方

についてのご答弁申し上げます。 

 自主防災組織主催の防災訓練は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により全てが

開催されませんでした。自主防災組織は自

分たちの地域は自分たちで守るという地

域住民の連携に基づき結成された組織で

ございます。また、災害の状況によって、

行政による支援、救出、救護が期待できな

いような場合には、それぞれの地域で共助

により防災活動を展開していく必要がご

ざいます。そのためには、平時で防災対策

を共助、公助の観点で地域の皆さんと行政

が一緒になっていただく必要がございま

すので、防災訓練を行うための支援の在り

方について、地域の自主防災組織の皆様か

らご意見をいただいてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 全て要望とさせていた

だきたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

 まず、１点目も２点目も３点目もですが、

やはりこの納税というのは、先ほど言われ

ましたように、憲法に定められた国民の義

務として明記はしてあります。ただ、この

収入状況であるとか、個別で様々な課題と

かというのもありますので、それがしっか

りと個人個人、一人一人の対応として、こ

れからも取り組んでいっていただきたい

ということで、これは要望としておきます。 

 ７番目の防犯カメラの件でございます。

地域としても要望がある、その一方で、プ

ライバシーにもやっぱり配慮しなければ
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いけない中で、要望は地域としてもなかな

か防犯カメラの設置を要望していくのか、

しないのかというところが、少しまだ悩ま

れているところも結構ございます。だけど

も、この抑止効果はありますから、そうい

うのを含めて、また今後地域の要望等もお

聞きをしていただいて、対応を検討してい

っていただきたいということで、要望とし

ておきたいと思います。 

 防犯灯の設置工事につきましては、先ほ

どスケジュール感ということでお聞きを

いたしました。そういう意味では、職員さ

んお一人で対応されていることもありま

す。この業務を、逆にこの設置の可否確認

とか、それから施工まで、例えば一体化し

て、業者発注とか委託をしていくことがで

きないのか、その辺も含めてこのことは検

討というか研究をお願いをしたいという

ことで、要望としておきます。 

 ９番目の市民税課のスキル向上等々に

ついてでございます。税は法律によって変

わってくるということもありますし、その

辺の税に何年携わったから全てがマスタ

ーできるということではないと思います。

特に人事異動で新しく入ってこられた方

等々については、やっぱりその辺はしっか

りと研修を含めながら、この税というもの

に携わっていただけるように、これからも

この研修も含めて取り組んでいっていた

だきたいということを、要望としておきま

す。 

 １１番目の統計調査の件でございます。

令和３年度の資料を基にして、これから各

分野で様々な企画なり立案なりがされて

いくと思います。お金的には国のお金です

けれども、時間をかけたということもござ

いますので、その辺のデータをしっかり今

後の業務に生かせていっていただきたい

ということで、要望としておきます。 

 １２番目の水路清掃の件でございます。

令和３年度は５５か所で、延長では１２．

５キロでございました。やっぱりこの水路

は雨対策、特に鳥飼地域では雨対策とか、

雨水管の普及まで完全にいっていません

ので、それを補うところもあると思います。

やはりこの前の鳥飼まちづくりグランド

デザインの地元説明会の中におきまして

も、福渡副市長からも、この水路というの

は一つの魅力というものでとらまえてい

くべきというお話もございました。やはり

この水路というのは水とも親しめるもの

で、いいものであると思います。私の家族

も、昔に東別府のほうに住んでいたときに、

そこで水路に足をちょっと入れたりとか

いうことで子どもが結構遊んでいたんで

す。今は２０歳代になっていますけど、そ

れぐらいになっても昔こんなんあったと

いうのが記憶にあって、そういう思い出話

をすることがあります。摂津市から転出さ

れた方におきましても、あの水路、昔ザリ

ガニ取ったんやけど、まだ残っているんだ

ということをお聞きすることもあります。

そういう意味では、この水路の活用といっ

たものを、地域の活性化も含めて、今後ま

たこの水路の活用の仕方を考えていって

いただきたいということで、要望としてお

きます。 

 １４番目の道路反射鏡の件でございま

す。今後また、契約内容について他市の動

向等も踏まえて、検討していっていただき

たいと思います。要はこれで経費削減につ

ながれば、それで一ついいのかなと、削減

となった部分をまたほかの業務にも使え

ると思うので、その辺の契約の考え方、ま

たちょっと取り組んでいっていただきた

いということで、要望としておきます。 
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 １８番目の市営住宅の件でございます。

鳥飼八町団地につきまして、平屋建ての建

物は一般の世帯を見ても市内ではそんな

に見ないので、住んでいる方は便利がいい

と思います。そういう意味ではこれからの

老朽化対策等々はあると思いますけども、

将来には何か建て替えなければいけない、

そのときは来ると思います。そういうとき

はしっかりと住民等々と協議をしながら、

今後また建て替え等々も含めた計画を早

めに出していただけるようなことで、また

お願いをしたいと思います。この政策空家

を管理しておられるのであれば、先ほど言

いました火災であれば即入らなければい

けない状況ですので、入っていっても生活

が十分できるというか、市営住宅としての

レベルを維持していただくため、管理にも

しっかりと目線を向けていっていただき

たいということで、要望としておきます。 

 最後、１９番目の防災訓練の件でござい

ます。やはり去年、一昨年と防災訓練がほ

ぼなくなりました。今年はやっていこうか

というところも結構ふえてきたと思いま

す。これ３年、４年と、もし中止が続けば、

この防災訓練自身もやらなければいけな

いのかという雰囲気がやっぱり広がって

くる、そこが私はちょっと怖いなと思って

います。そういう意味では地域の中の自主

防災は大切なことだと思いますし、また、

その地域の中で、やはり最初に自助があっ

てこそ次の共助ができる、次の公助ができ

ることにつながってくると思います。最初

にこの自助ができるような訓練をまたし

っかりと自主防災の中で取り組んでいっ

ていただきたいということで、要望として

おきます。 

 以上で終わります。 

○三好義治委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後４時３２分 散会） 
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